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岩 手 県 教 育 委 員 会 



令和５年３月 岩手県教育委員会定例会議事日程 

令和５年３月 13日（月）午後１時 30分 

第 １ 会期決定の件   

第 ２ 事務報告１ 令和４年度冬季大会の結果について （ 保 健 体 育 課 ） 

第 ３ 事務報告２ 「いわて就学前教育振興プログラム」について （ 学 校 教 育 室 ） 

第 ４ 事務報告３ 
校長及び教員としての資質の向上に関する指標の一部

改正について 
（ 教 職 員 課 ） 

第 ５ 事務報告４ 「岩手県附属機関条例」の制定について （ 教 職 員 課 ） 

第 ６ 議案第 37 号 岩手県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 （ 教 職 員 課 ） 

第 ７ 議案第 38 号 岩手県教育委員会代決専決規程の一部を改正する訓令 （ 教 職 員 課 ） 

第 ８ 議案第 39 号 
岩手県教育委員会が保有する個人情報の保護等に関す

る規則 
（ 教 育 企 画 室 ） 

第 ９ 議案第 40 号 博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則 （生涯学習文化財課） 

第 10 議案第 41 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて （生涯学習文化財課） 

第 11 議案第 42 号 
令和７年度以降の岩手県立高等学校入学者選抜の実施

方法に関し議決を求めることについて 
（ 学 校 教 育 室 ） 

第 12 議案第 43 号 
令和５年度教科用図書選定審議会委員の任命に関し議

決を求めることについて 
（ 学 校 教 育 室 ） 

第 13 議案第 44 号 教育長の辞職の同意に関し議決を求めることについて （ 教 職 員 課 ） 

第 14 議案第 45 号 
本庁の室課の長等の人事に関し議決を求めることにつ

いて 
（ 教 職 員 課 ） 

第 15 議案第 46 号 学校職員の懲戒処分に関し議決を求めることについて （ 教 職 員 課 ） 

第 16 議案第 47 号 学校職員の懲戒処分に関し議決を求めることについて （ 教 職 員 課 ） 

第 17 議案第 48 号 
学校職員の一般の退職手当等の全部を支給しないこと

とする処分に関し議決を求めることについて 
（ 教 職 員 課 ） 

第 18 議案第 49 号 学校職員の懲戒処分に関し議決を求めることについて （ 教 職 員 課 ） 

 

 
閉会   
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事務報告１ 

 

令和４年度冬季大会の結果について 

 

 

本年度、冬季間に開催された各種大会の結果について報告します。 

 

 

令和５年３月13日 
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事1-3 

令和４年度冬季大会の結果について 

１ 令和４年度全国高等学校総合体育大会 

⑴ 第72回全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会 

ア 会 期  令和５年１月16日（月）～24日（火） 

イ 会 場 地  スピード：群馬県渋川市、アイスホッケー：北海道釧路市、 

フィギュア：埼玉県上尾市 

ウ 参 加 数  参加校４校、選手20名 

エ 成   績  １競技１種目入賞 

オ 入賞者一覧 

No 順位 競技名 種目名 選手名 

１ ５位 スピード 女子3000ｍ 立花姫星々（盛岡農業高３年） 

⑵ 第72回全国高等学校スキー大会 

ア 会 期  令和５年２月７日（火）～11日（土） 

イ 会 場 地  山形県上山市 

ウ 参 加 数  参加校６校、選手31名 

エ 成   績  １競技１種目入賞 

オ 入賞者一覧 

No 順位 競技名 種目名 学校・選手名 

１ ９位 クロスカントリー 女子15kmリレー 
盛岡農業高 山本 千鶴（３年） 金丸 典加（２年） 
      村田 桃華（１年） 

   ※ 入賞は10位まで 

２ 令和４年度全国中学校体育大会 

⑴ 第30回全国中学校駅伝大会 

ア 会 期  令和４年12月17日（土）～18日（日） 

イ 会 場 地  滋賀県野洲市 

ウ 参 加 数  参加校２校、選手17名 

エ 成   績  １競技１種目入賞 

オ 入賞者一覧 

No 順位 学校・選手名 

１ ７位 
下小路中 滝本 茉心（２年） 水川知香笑（３年） 田山菜々星（２年） 

大泉はなの（１年） 川崎 芽生（１年） 

⑵ 第43回全国中学校スケート・アイスホッケー大会 

ア 会 期  令和５年１月27日（金）～２月１日（火） 

イ 会 場 地  スピード・フィギュア：長野県長野市 

         アイスホッケー：栃木県日光市 

ウ 参 加 数  参加校18校、選手33名 

エ 成   績  ２競技２種目入賞 

オ 入賞者一覧 

No 順位 競技名 種目名 選手・チーム名 

１ 
５位 

(ﾍﾞｽﾄ8) 
アイスホッケー  岩手県選抜 

２ ８位 スピード 女子1500ｍ 平田 彩笑（下橋中３年） 
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⑶ 第60回全国中学校スキー大会 

ア 会 期  令和５年２月７日（火）～10日（金） 

イ 会 場 地  長野県野沢温泉村 

ウ 参 加 数  参加校16校、選手37名 

エ 成   績  １競技３種目入賞 

オ 入賞者一覧 

No 順位 競技名 種目名 選手・チーム名 

１ ４位 

クロス 
カントリー 

女子３kmフリー 大堰 喜代（沢内中３年） 

２ ６位 
女子 
４×３kmリレー 

岩手県 西舘 陽里（奥中山中１年） 大堰 喜代（沢内中３年） 
    小山田凛花（安代中３年） 尾崎  和（奥中山中３年） 

３ ６位 
男子 
４×５kmリレー 

岩手県 内記 孝宗（沢内中３年） 鈴木 碧夏（奥中山中３年） 
    古舘航太朗（雫石中２年） 鈴木 緑葉（雫石中３年） 

３ 特別国民体育大会冬季大会 

⑴ スケート競技会・アイスホッケー競技会 

ア 会 期  令和５年１月28日（土）～２月５日（日） 

イ 会 場 地  青森県八戸市 

ウ 参 加 数  少年種別選手９名 

エ 成   績  １競技４種目入賞 

オ 入賞者一覧 

No 順位 競技名 種目名 選手名 

１ ５位 

スピード 

少年女子1000ｍ 三浦  彩（盛岡工業高３年） 

２ ６位 少年女子1000ｍ 三浦  陽（盛岡工業高２年） 

３ ７位 少年女子500ｍ 三浦  陽（盛岡工業高２年） 

４ ７位 少年男子2000ｍR 
矢羽々健太（盛岡工業高２年） 田中 幸希（盛岡工業高２年） 
関 眞之介（盛岡工業高３年） 田口 順成（盛岡工業高３年） 

⑵ スキー競技会 

ア 会 期  令和５年２月17日（金）～20日（月） 

イ 会 場 地  岩手県八幡平市 

ウ 参 加 数  少年種別選手22名 

エ 成   績  １競技２種目入賞 

オ 入賞者一覧 

No 順位 競技名 種目名 選手名 

１ ６位 
クロス 
カントリー 

女子 
４×５kmリレー 

大堰 喜代（沢内中３年）  金丸 典加（盛岡農業高２年） 
中嶋 愛優（盛岡南高３年） （田中ゆかり（成年選手）） 

２ ６位 
少年男子 
４×10kmリレー 

髙橋心太郎（盛岡南高３年） 村田 敬心（盛岡南高３年） 
沼野 滉平（盛岡南高３年） 村田 和久（盛岡南高３年） 
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事務報告２ 

 

「いわて就学前教育振興プログラム」について 

 

「いわて就学前教育振興プログラム」を策定いたしましたので、別紙のとおり報告し

ます。 

 

令和５年３月 13日 
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「いわて就学前教育振興プログラム」について           

１ 「いわて就学前教育振興プログラム」の策定、周知について 

 （１）令和５年２月 14日 岩手県幼児教育推進連携会議において策定 

 （２）３月８日     「いわて就学前教育振興プログラム」の冊子版納品 

 （３）３月中旬      配付 

・県内各就学前教育施設 

・県内各小・中・高等学校 

・各市町村関係室課 

・就学前教育関係団体 

・保育士等養成大学 

・医師会 

・県議会議員 等 

 （４）周知及び実施     

ア 令和５年度の各会議、研修、訪問支援等において理解を図る。 

   ・年度初めの会議、研修会等の計画 

４月 12日（水） ≪会議≫代表指導主事会議 

    ４月 20日（木） ≪会議≫県指導主事会議 

    ４月 25日 (火)  ≪会議≫県教育委員会と市町村教育委員会の意見交換 

    ５月 12日（金） ≪研修≫幼児教育中核リーダー養成研修講座Ⅰ 

    ５月 23日（火） ≪研修≫幼児教育アドバイザー研修講座Ⅰ 

    ５月下旬～    ≪研修≫各地区別校長研修講座 

    ６月 ５日（月） ≪研修≫園長等運営管理協議会 

  イ 「いわて就学前教育振興プログラム」概要版の作成 

ウ 「岩手県保育者のための学びのらしんばん」に基づく研修体系の整理 

 

２ 「いわて就学前教育振興プログラム」について（別冊） 
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事務報告３ 

 

   校長及び教員としての資質の向上に関する指標の一部改正について 

 

 

 校長及び教員としての資質の向上に関する指標について、別添のとおり改正することと

しましたので、報告します。 

 

 

 令和５年３月 13日 
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「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」の一部改正について 

 

１ 改正の背景・趣旨等                                                  

 ⑴ 本県では、平成29年４月１日に施行された「教育公務員特例法等の一部を改正する法律」に

基づき、自ら学び続け、信頼される教員等の育成を目指し、平成30年３月、「校長及び教員とし

ての資質の向上に関する指標」を策定。 

 ⑵ 令和３年11月の中教審特別部会による「『令和の日本型学校教育』を担う新たな教師の学びの

姿」に関する審議まとめや、令和５年４月施行の教育公務員特例法等の一部改正への対応とし

て、指標の見直しに向けた検討を進めてきたもの。 

 

２ 改正に向けた検討状況                                                  

 ⑴ 「岩手県教員等育成指標の在り方検討会」の設置・検討 

   本県における教員等育成指標の改正について検討するため、県教委事務局担当者による「岩  

手県教員等育成指標の在り方検討会」を設置し、検討してきた。 

 開催日 開催内容 

第１回 ７月14日(木) １ 在り方検討会の設置 

２ 教員等としての資質の向上に関する指標の策定の方向性 

３ 今後の検討会の運営 

第２回 ８月23日(火) １ 公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する

指標の策定に関する指針改正 

２ いわての教員のあるべき姿と実現するための研修体系 

３ 教員等育成指標見直しに係る視点 

第３回 ９月22日(木) １ 公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する

指標の策定に関する指針改正のポイント 

２ 教員等育成指標の見直し方針 

第４回 11月９日(水) １ 教員等育成指標改正に係る素案 

２ 指標作成に係るスケジュール 

第５回 12月14日(水) １ 教員等育成指標改正に係る改正案 

⑵ 教育委員会定例会終了後の協議での進捗状況報告（11月21日） 

  11月定例会終了後の協議において、指標の改正に関する検討状況、見直しの視点、今後の検討

見込み等について報告した。 

⑶ 岩手県教員等育成協議会構成員及び市町村教育委員会等への意見照会 

   在り方検討会における検討を踏まえて、指標改正に係る素案を作成し、11月に、岩手県教員等

育成協議会構成員や市町村教委、県教委内の関係室課その他関係者に対し意見照会を行い、回

答いただいた内容を精査のうえ、改正案に反映した。 

 ⑷ 岩手県教員等育成協議会の開催 

   令和５年２月６日、岩手県教員等育成協議会を開催し、改正案に対する質疑、意見交換を行

った。 

   ※ 岩手県教員等育成協議会（岩手大学教育学部長、盛岡市教育委員会教育長、岩手県小学

校長会会長、岩手県中学校長会会長、岩手県高等学校長協会会長、岩手県特別支援学校連

絡協議会会長、県教委事務局、総合教育センター）
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【協議会における主な意見】 

 ○ 新たな課題が教員の資質向上に求められていることは理解できる。現場教員のことを考え、

もう少し見やすい指標となるよう工夫をお願いする。（多田教育長） 

  ○ インクルーシブの視点で考えた時は、ＬＧＢＴＱや貧困、障がい児教育まで含めて「多様性

」であるが、今回はこの「特別支援教育」と「多様性」の２本で行くことが良いのかとの印象

を持っている。特別支援の見方が広がってきたと言う部分では良い方向に進んでいると思っ

ている。（高橋会長） 

○ 管理職と教員等との研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励が４月から始まることもあ

り、働き方改革が求められる中、研修関連の業務がどうなっていくのか現場としては危惧して

いる。研修のための研修にならないよう配慮をお願いしたい。（佐野会長） 

 

３ 今回の指標改正の主な内容                                                     

  協議会の意見や在り方検討会での議論等を踏まえて、改正案を整理したもの。 

⑴ 全体的な構成・視点について 

○指標の見やすさ等を向上させる観点から、各視点の総論部分を抜き出し、別様式として整理。 

  ○ＩＣＴや情報・教育データの利活用の視点については、授業や校務の効率化や児童生徒の学習 

改善、教職員の働き方改革など、今後の教育現場における重要性を踏まえ、１つの柱建てとし 

て独立して追記。 

○特別支援教育の視点については、児童生徒の多様性や個々の教育ニーズに応じた、より幅広い 

支援の必要性の視点を盛り込む観点から修正。 

 ⑵ 「教員としての素養」について 

○「令和の日本型学校教育」を踏まえた新しい時代における教育の意義や社会的役割を理解する 

ことを明記。 

○子どもの権利条約やこども基本法の施行等を踏まえ、人権意識の視点を追記。 

○「再発防止岩手モデル」策定の動き等も踏まえ、児童生徒の生命の尊重とコンプライアンス意 

識の徹底の視点を明記。 

○学校における様々な課題の解決に向け、チームとして取り組むことの重要性を明記。 

 ⑶ 「学習指導力」について 

○「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実に向け、学習者中心の授業に取り組む 

ことの重要性を明記。 

○カリキュラム・マネジメントの視点を踏まえた教育課程の編成・実施・改善の必要性を明記。 

 ⑷ 「生徒指導力」について 

○子どもたち一人ひとりとの信頼関係の構築に加え、それぞれの可能性を引き出す集団づくり 

（学級経営）の視点を追記。 

○令和４年 12月に「生徒指導提要」が改訂されたことを踏まえ、児童生徒の発達を支えるよう 

な生徒指導の視点を追記。 

 ⑸ 「復興教育の視点」について 

  ○現在の県教委や各学校における復興教育の進捗状況を踏まえ、教訓の継承や人材の育成の観 

点から求められる視点を追記。 
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 ⑹ 「特別な配慮や支援を必要とする児童生徒への教育の視点」について 

○従来の特別支援教育の対象にとどまらない様々な配慮や支援を要する児童生徒への対応の必 

要性を追記。 

○特別な配慮や支援を必要とする児童生徒への対応にあたって、「多様性への配慮」「教職員間の  

共通理解の増進や関係機関との連携・協働」の重要性を明記。 

 ⑺ 「ＩＣＴや情報・教育データ活用の視点」について 

○学校における ICT活用の意義を理解し、授業や校務等での積極的・効果的な活用を図ること 

や、児童生徒等の情報活用能力（情報モラルを含む。）を育成するための授業実践等を行うこ 

との重要性を追記。 

 ⑻ 校長の資質の向上に関する指標について 

○校長として必要なマネジメント力の要素として、「学校をとりまく情報の収集・分析等」「学校 

内外の関係者に働きかけ、相互作用による教育力の最大化を図る視点」を追記。 

○校長として行う教職員の人材育成の取組の中に、「教員等育成指標や研修履歴を踏まえた対話 

に基づく受講奨励」を追記。 

○学校経営計画の達成に向けた取組の中に、児童生徒の多様性を踏まえた特別支援教育の支援 

体制の構築について明記。 

○ＩＣＴの効果的な活用を促すとともに、教員の働き方改革に向けた取組の重要性を明記。 

 

４ 今後のスケジュール                                   

 令和５年３月中  教員等育成指標の一部改正・通知 

          岩手県教育委員会ホームページに掲載 

 令和５年４月以降 令和５年度各種会議及び研修会において周知 

 

５ 学校現場における活用等                                   

⑴ 基本研修を含めた各教員自身の振返り 

ライフステージ毎の基本研修（自己研修を含む）の際の振返りを含め、全ての教員が日々の

実践を自ら振り返る際の基本とする。 

⑵ 基本面談等での確認 

各学校の管理職による基本面談等の際、各教員の状況を確認する目安とする。 

⑶ 採用試験、登用試験での評価への活用 

教員採用試験、管理職登用試験における評価の視点に反映させる。 

 

 

【添付資料】                                    

１ 「校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定について」 

２ 「校長及び教員としての資質の向上に関する指標（教諭）」 

３ 「校長及び教員としての資質の向上に関する指標（養護教諭）」 

４ 「校長及び教員としての資質の向上に関する指標（栄養教諭）」 
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校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定について 

 

１ 趣旨                                               

全ての教員は、児童生徒の人格の完成を目指し、その資質の向上を促すという非常に重要な職責を担

っている高度な専門職であり、グローバル化や情報化の進展等、社会が急速に変化する中にあって、状

況の変化を踏まえた新しい時代の教育に対応できるよう、常に、その資質の向上を図り続けることが求

められる。 

一方、教員の大量退職、大量採用等の影響により、経験豊富な教員から若手教員への知識・技術等の

伝達が困難となるなど、教員を巡る環境が大きく変化している。 

こうした状況を踏まえ、教員の養成・採用・研修を通じた新たな体制を構築し、計画的・効果的に資質

向上を図るため、改正された教育公務員特例法に基づき、「校長及び教員の資質の向上に関する指標」（以

下「指標」という。）を策定する。 

  

２ 策定の目的                                             

（１） 教員等の育成・採用・研修等をそれぞれ担う大学及び教育委員会等の関係機関・団体の共通理解

の下、教員等が身に付けるべき資質を明確にする。 

（２） 本県の教員となることを目指す学生や本県の教員が、成長段階に応じて備えるべき資質の目安と

して、自らの資質を向上させていく。 

（３） 教育委員会等の関係機関・団体において、教員に対して実施する研修が、全体として一貫した体

系的なものとなるための基軸とする。 

 

３ 県教委のこれまでの教員育成の考え方                                 

人口減少、グローバル化や情報化の進展など、社会が大きく変化している中で、児童生徒の学力向上

をはじめ、いじめや不登校の未然防止など、本県における教育課題が多様かつ複雑になってきたこと、

さらには職業人としての倫理観、責任感の一層の確立が求められるようになってきたことなどを受けて、

県教委では、教員の資質の一層の向上を図るため、「教職員の人材育成に関する検討委員会報告（平成 17

年３月）」（以下「報告」という。）をまとめ、教職員の人材育成や資質向上を進めてきたところである。 

  同報告においては、経験年数に応じた段階（ライフステージ）毎に教員に求められる資質として「ラ

イフステージに応じて求められるもの」を、「学習指導」、「生徒指導・生活指導」、「学校運営への関わり」、

「教員としての使命感や責任感」の４つの視点から定めている。 

 

４ 本県教育を取り巻く環境変化への対応の必要性                           

（１） 学習指導、生徒指導のさらなる充実 

    児童生徒数の減少等に伴う学校の統廃合・小規模化への対応、少人数学級の推進、学力向上の取組

やいじめ等の問題行動・不登校等への取組などを通じ、「知・徳・体」を総合的に兼ね備えた、社会を

創造する能力を育てる「人間形成」に向けた教育を行うことがさらに必要となっている。 

また、平成 29 年 3 月に小中学校の学習指導要領が改訂されたことを受け、「主体的・対話的で深い

学び」の実現に向けた授業改善、カリキュラムマネジメントの確立等を通じて、社会に開かれた教育

課程を実現し、児童生徒の資質・能力を一層確実に育成する必要がある。 

 

 



事 3-7 

（２） 復興教育、産業教育、特別支援教育の推進 

東日本大震災津波の教訓を後世に語り継ぎ、郷土を愛し、その復興・発展を支える人材を育成する

「いわての復興教育」の充実や本県の地域産業を担う人材の育成が求められている。 

また、全ての教育の場において、特別な支援を必要とする児童生徒一人一人の教育的ニーズに応え

る教育の重要性がますます高まっている。 

（３）環境変化を踏まえた資質の向上、学校マネジメントの必要性 

    このように教育を取り巻く環境が大きく変化している中、本県においても、教員の大量退職等に伴

う年齢構成や経験年数の不均衡への対応は喫緊の課題となっており、今後、経験の浅い教員が増えて

いく中で、様々な課題に対応できる教員を育成していくため、資質の向上を図っていくことが必要と

なっている。 

   また、家庭や地域と連携しながら学校経営を推進し、児童生徒を育てていく必要性が高くなってい

る。 

５ 指標の内容を定める際の考え方                                  

（１） 基本的な構成 

  学校種毎に策定するのではなく、それぞれの学校種の特性を踏まえつつ、教員として共通に備える

べき資質について、指標を策定する。 

（２） 職の区分 

  ・ 児童生徒の教育をつかさどる「教諭」の指標を策定する。 

・ 「教諭」とは、職務内容が大きく異なり、専門的な資質が必要となる「養護教諭」及び「栄養教

諭」の指標を策定する。 

・ 学校のリーダーとして教員の指導に大きな責任と役割を担う「校長」の指標を策定する。 

（３）教諭の指標を定める際の考え方 

  ① 基本的な考え方について 

本県のこれまでの教員育成の考え方を踏まえ、報告における「ライフステージにおいて求められ

るもの」と４つの視点を基にしながら、「キャリア・ライフステージ」に「採用時」の段階を加え、

「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指針」（以下「指針」という。）に定

められている事項、岩手の教育の特徴に関する事項などによる視点などを踏まえ、指標を策定する。 

  ② キャリア・ライフステージ（横軸）について 

    ア 採用時 

  教員の任命権者である県教育委員会と教員養成を担う大学とが新規採用教員に対して求める資

質の水準を共有する観点から、第１のステージを「採用時」とする。 

イ 採用後 

  教員が身に付けていく資質を基礎力、実践力、総合力と位置付け、各期毎にステージを定める

こととする。 

   ウ 基礎力の形成期、実践力の向上期、実践力の充実期 

採用後の一定期間は育成にとって最も重要な期間であり、求められる資質をきめ細かに定める

必要があることから、ステージはそれぞれ５年間とし、「基礎力の形成期」、「実践力の向上期」、

「実践力の充実期」とする。 

   エ 実践力の発展期、総合力の発揮期 

「実践力の充実期」を経た後の「実践力の発展期」（10年間）、「総合力の発揮期」（13年間）の

ステージとし、校務分掌等において校内での中核をなす教員に求められる資質を定めることとす

る。  
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 オ 校長（総合力の発揮期） 

学校のリーダーとして、組織マネジメントや教職員の指導力向上などについて、大きな責任と

役割を担っている「校長」に求められる資質を定めることとし、教諭の指標との連続性を明らか

にするため「総合力の発揮期（校長）」とする。 

〔キャリア・ライフステージ〕  ※網掛け以外は報告と同じ。 

 

 

  

 

     

※１ ステージ毎に「目指す教員像」の項目を設け、ステージを通じた目標や特性を記載。 

※２ 教員としての育成のモデルであることを明確にするため、ステージ毎に、その目安となる経験年数や年              

齢を表示。 

③ 視点（縦軸）について 

  ア 教員としての素養 

教員は、学習指導を行うとともに、児童生徒の人格の完成を目指し、社会のルールやマナーを

教える立場でもあり、児童生徒の手本となる存在として、教育に対する使命感、責任感や倫理観

を持ちながら、絶えず学び続け、豊かな人間性を身に付けていくことが重要である。 

また、教育は、児童生徒や保護者等との信頼関係の上に成り立っており、教員が児童生徒に対

して深い愛情をもって接することは勿論のこと、他者の意見に耳を傾けコミュニケーションを取

りながら、社会が大きく変化していく中で様々な課題に臆することなく取り組む姿勢が求められ

ている。 

これらの資質は、教員が本来備えていなければならない「教員としての素養」であり、視点とし

て設定し、全てのステージを通じて同じ指標とするとともに、指標の最上位に位置付ける。 

   イ 学習指導力、生徒指導力、マネジメント力 

    報告においては、「学習指導」、「生徒指導・生活指導」が視点として定められており、現在にお

いても、これらは教員に求められる力の中核をなすものであることから、「学習指導力」、「生徒指

導力」の視点を設定するとともに、同僚職員と連携する力のほか、家庭や地域と連携する力も求

められていることから、「マネジメント力」の視点を加える。 

ウ 復興教育、キャリア教育、特別支援教育 

県教委においては、岩手県の地域の特色を盛り込んだプログラム、指針等に基づき、「復興教育」、

「キャリア教育」及び「特別支援教育」の推進に取り組んでいるところである。本県における教

員の育成を図る上で重要な要素であることから、これらを視点として設けることとする。 

〔視点（教諭）〕※網掛けは今回修正・新設する視点であるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・採用時 
・基礎力の形成期（５年間） 
・実践力の向上期（５年間） 
・実践力の充実期（５年間） 
・実践力の発展期（10年間） 
・総合力の発揮期（13年間） 

（・校長） 

 

１ 教員としての素養 
２ 学習指導力 

 ３ 生徒指導力 
 ４ マネジメント力  
５ 復興教育の視点 
６ キャリア教育の視点 
７ 特別な配慮や支援を必要とする児童生徒への教育の視点 
８ ＩＣＴや情報・教育データの利活用の視点 
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〔参考：岩手の教員に求められるもの（報告）〕 

 

 

 

 

④ 視点内の項目について 

    本県の教育現場の現状や報告、指針で定める観点、学習指導要領、生徒指導提要などを参考にし

つつ、視点の中にこれを構成する項目を設定する。 

各項目においては、ステージ毎に身に付けるべき重要な資質を具体に記載し、それまでに身に付

けた資質の上に、次のステージで新たな資質を身に付けていく指標とする。    

   また、学校への期待の高まりや学校教育課題の複雑・多様化に伴い、様々な課題に立ち向かうこ

とのできる力強い教員を育成する必要があることから、「課題に立ち向かう力」を項目として設ける

ものとする。 

なお、各視点毎に、教員に求められる重要な柱となる資質を「１～５年目」から「26年～」まで

のステージを通じて記載する。 

  

  〔視点内の項目（教諭）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「教員等育成指標」における各視点（総論） 

１ 教員としての素養 

  ○自ら学び続ける意欲・探究心 

  ○使命感、責任感、倫理観 

１ 教員としての素養 
 ○ 自ら学び続ける意欲・探求心 
○ 使命感、責任感、倫理観         

 ○ 教育的愛情                  
 ○ 豊かな人間性 
○ コミュニケーション力           

 ○ 課題に立ち向かう力             
２ 学習指導力                 
○ カリキュラム・マネジメント     
○ 教科教育等の専門性 
○ 確かな学力を育む授業      

３ 生徒指導力                       
 ○ 発達支持的生徒指導         
 ○ いじめ等の問題行動・不登校等への対応 
 ○ 教育相談                
４ マネジメント力              
○ 学校組織における連携・協働      
○ 危機管理          
○ 関係者等との連携・協働  

５ 復興教育の視点     
６ キャリア教育の視点   
７  特別な配慮や支援を必要とする児童生徒への教育の視点 
 ○ 特別支援教育 
 ○ 多様性への配慮 
８  ＩＣＴや情報・教育データの利活用の視点 

〇分かりやすい授業ができ、児童生徒に確かな学力をつけることができること 
〇児童生徒に対する愛情を持ち、一人ひとりの児童生徒と真剣に向き合うことができること 
〇豊かな人間性を持ち、幅広い教養と良識を身につけていること 
〇教員としての使命感や責任感を持っていること 
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○教育的愛情 

 ○豊かな人間性 

 ○コミュニケーション力 

 ○課題に立ち向かう力 

 

２ 学習指導力 

○カリキュラム・マネジメントの意義を理解し、組織的かつ計画的に、教育課程の編成、実施、評価、

改善を図るなど、教育活動全体を通して児童生徒の資質・能力を育成している。 

○各教科等に係る資質・能力を育むために必要となる知識を身に付け、「指導と評価の一体化」を意識

しながら、継続的に専門性の向上に取り組んでいる。 

○児童生徒の心身の発達や学習過程に関する理解に基づき、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の

一体的な充実を図るとともに、児童生徒の主体性を育みながら、学習者中心の授業を実践している。 

○「いわての授業づくり３つの視点」に基づいた授業を実践し、児童生徒のつまずきなどに応じて授

業を工夫・改善しながら、主体的・対話的で深い学びを実現している。 

 

３ 生徒指導力 

○常にカウンセリングマインドを持ち、他の教職員や関係機関等と連携しながら、日常の児童生徒と

の人間的な触れ合いや問題行動への毅然とした対応を通じて信頼関係を築き、相互関係にある個と集

団を高めることを意識して指導している。 

○人権に関する深い認識のもと、児童生徒一人一人の人格や価値観を尊重し、学校生活のあらゆる場

や機会を捉え、健全な成長を促し、自ら自己実現を図るための自己指導能力を育成している。 

○児童生徒の心身の発達の過程や特徴を理解し、一人一人の多様性を踏まえながら信頼関係を構築す

るとともに、それぞれの可能性や活躍の場を引き出す集団づくり（学級経営）を行っている。 

○教育相談の意義や理論を理解し、児童生徒一人一人の課題解決に向け、個々の悩みや思いを共感的

に受け止め、学校生活への適応や人格の成長への援助を行っている。 

 

４ マネジメント力 

○学校経営計画のもと、学校内外の教育資源（人・物・資金・情報・時間等）を効果的に活用し、評

価・改善の視点を持って業務を推進している。 

○児童生徒や教職員の生命・心身を脅かす事故・災害等を常に意識し、様々な場面に対応できる危機

管理の知識や視点を備えている。 

○育てたい児童生徒像や目指すべき教育ビジョンを保護者や地域住民と共有し、目標の実現に向けて

連携・協働する姿勢を身に付けている。 

 

５ 復興教育の視点 

○東日本大震災津波の教訓を継承し、児童生徒が生きていく上で直面する課題を乗り越えていけるよ

う、命の大切さや人・地域とのつながり、安全などについて、実際の体験を通した学びを推進するこ 

とにより、郷土を愛し、その復興・発展を支える人材の育成に取り組んでいる。 

 

６ キャリア教育の視点 

○「いわてのキャリア教育指針」を理解し、地域社会や企業等と連携しながら、児童生徒に、総合生活

力と人生設計力を育成するなど、教育活動全体を通じてキャリア教育を推進している。 
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７ 特別な配慮や支援を必要とする児童生徒への教育の視点 

○「いわて特別支援教育推進プラン」に基づき、障がいに関する知識や配慮等についての理解を深め

るとともに、特別支援教育コーディネーター等の関係者と連携を図り、個に応じた指導や多様な価値

観等に配慮した指導を行うことで、「共に学び、共に育つ教育」を推進している。 

○特別な配慮や支援を必要とする児童生徒に対する多様性と包摂性の視点を持ち、組織的に対応する

ために必要な知識や支援方法を身に付けるとともに、学習上・生活上の支援の工夫を行っている。 

 

８ ＩＣＴや情報・教育データの利活用の視点 

○学校におけるＩＣＴ活用の意義を理解し、授業や校務等での積極的・効果的な活用を図るとともに、

児童生徒の情報活用能力（情報モラルを含む。）を育成するための授業実践等を行っている。 

○幅広く教育データを活用し、自らの指導と、児童生徒の学習の改善を図ることで、「個別最適な学び」

と「協働的な学び」の実現に取り組んでいる。 

 

（４）校長に関する指標の内容を定める際の考え方 

校長の指標は、教諭の指標に定めた資質は当然備わっていることを前提とし、学校のリーダーと

しての資質や、学習指導、生徒指導を含めた管理職としてのマネジメント力が必要となることか

ら、学習指導力等を含むマネジメント力を中心とした指標とする。 

 

〔視点内の項目（校長）〕 

 

  

 

 

 

 

 

 

 （５）養護教諭及び栄養教諭の指標の内容を定める際の考え方 

教員としての基本的な資質に変わりはないことから、教諭の指標をベースとして策定する。 

また、教諭とは職務内容の異なる「学習指導力」の視点を、「養護教諭及び栄養教諭の専門領域に

おける職務」の視点として設定する。 

 

   〔視点内の項目（養護教諭）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 養護教諭の専門領域における職務 

 ○ 保健管理 

 ○ 保健教育                

 ○ 個別の保健指導、健康相談        

 ○ 保健室経営                

 ○ 保健組織活動              

○ 校長としての素養                 
 ・ 教諭として高めてきた素養・資質 
・ 教育者としての高い見識     

○ マネジメント力             
 ・ 学校経営計画の達成   
 ・ 教職員の管理           
 ・ 教職員の人材育成 
 ・ 危機管理              
 ・ 事務管理    
 ・ 関係者等との連携・協働 
 ・ 学校をとりまく情報の収集・分析等  



事 3-12 

 〔視点内の項目（栄養教諭）〕 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

６ 指標の運用及び活用について                                  

（１）基本研修を含めた各教員自身の振返り 

ライフステージ毎の基本研修（自己研修を含む）の際の振返りを含め、全ての教員が日々の実践を

自ら振り返る際の基本とする。 

（２）研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励 

各学校の管理職による基本面談等の際、各教員の状況を確認する目安とする。 

（３）採用試験、登用試験での評価への活用 

    教員採用試験、管理職登用試験における評価の視点に反映させる。 

 

７ 指標の改善と更新                                          

 指標については、様々な状況の変化に応じた不断の見直しを図ることが重要であるため、今後、その

活用状況等も適宜把握しながら、必要に応じて改定していくこととする。 

 

 

 

２ 栄養教諭の専門領域における職務 

 ○ 学校給食の管理             

  ・ 栄養管理               

  ・ 衛生管理                  

○ 食に関する指導             

  ・ 給食の時間等における食に関する指導    

  ・ 個別的な相談指導          
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事 4-1 

事務報告４ 

 

「岩手県附属機関条例」の制定について 

 

 「岩手県附属機関条例」について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定

に基づく知事からの照会があり、県教育委員会として異存ない旨回答したので報告します。 

 

 令和５年３月 13日 

 



事 4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 4-3 

 

「岩手県附属機関条例」の制定について 

２月議会に提案された「岩手県附属機関条例」（以下「条例」という。）について、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づく知事からの意見照会があり、県教育委

員会として異存ない旨回答したので、報告します。 

 

１ 「岩手県附属機関条例」の概要 

⑴ 条例制定の趣旨 

    本県における審議会及び会議等についての運用の法適合性を高めるとともに、行政の透

明性と適正性の確保、業務の効率化の観点から、審議会等の整理統合を含めた見直しを行

うため、制定するもの。 

 ⑵ 条例案の内容 

    規定内容：対象となる附属機関の設置及び所掌事項、組織、会長等、専門委員、会議、

部会、意見の聴取 など 

    施行期日：令和５年４月１日 

 

２ 県教育委員会が所管する審議会等の取扱い 

 ⑴ 部局ごとに個別規定する附属機関として、本条例の対象とするもの 

名 称 備 考 

１ 岩手県教育振興基本対策審議会 従来の設置根拠である「岩手県教育振興基本対策審

議会条例」を廃止し、本条例に位置づけ 

２ 岩手県教育支援委員会 従来の要綱設置から、本条例に位置づけを変更 

３ 岩手県美術品収集評価委員会 従来の要綱設置から、本条例に位置づけを変更 

⑵ 部局共通の附属機関として、本条例の対象とするもの 

名 称 県教委における取扱い 

１ 公の施設の指定管理者候補者の選定及

び指定管理業務の評価委員会 

※社会教育施設指定管理者選定委員会 

（生涯学習文化財課） 

２ 委託業務企画提案等審査委員会 ※今後設置が見込まれるため規定 

３ 補助金等審査委員会 ※教育委員会該当なしのため規定しない 

４ 被表彰候補者等選定委員会 〃 

 ⑶ その他独自条例を設置根拠とする９審議会は現状のまま存置

教科用図書選定審議会、岩手県産業教育審議会、岩手県いじめ問題対策委員会、 

岩手県社会教育委員、岩手県立図書館協議会、岩手県生涯学習審議会、 

岩手県立美術館協議会、岩手県立博物館協議会、岩手県文化財保護審議会 

 



 



 

議 37-1 

議案第37号 

   岩手県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

 岩手県教育委員会行政組織規則（昭和37年岩手県教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（室及び課の分掌事務） （室及び課の分掌事務） 

第16条 本庁の室及び課の分掌事務は、次のとおりとする。 第16条 本庁の室及び課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 室及び課 分掌事務   室及び課 分掌事務  

 教育企画室 企画担当の分掌事務   教育企画室 企画担当の分掌事務  

  (１)～(16) ［略］    (１)～(16) ［略］  

  (17) 情報公開及び個人情報保護に関する

事務の総括に関すること。 

   (17) 情報公開及び個人情報の保護等に関

する事務の総括に関すること。 

 

  (18)～(31) ［略］    (18)～(31) ［略］  

   ［略］     ［略］  

  学校施設担当の分掌事務    学校施設担当の分掌事務  

  (１) 県立学校その他の施設の整備に関す

ること。 

   (１) 県立学校その他の教育機関の施設及

び設備の整備に関すること。 

 

  (２) 県立学校その他の施設の教職員公舎

の整備に関すること。 

   (２) 教職員公舎の整備に関すること。  

  (３) 県立学校の設備の整備に関すること

。 

     

  (４) ［略］    (３) ［略］  

  (５) ［略］    (４) ［略］  

  (６) ［略］    (５) ［略］  

  営繕担当の分掌事務    営繕担当の分掌事務  

  (１) 県立学校その他の施設の営繕に関す

ること。 

   (１) 県立学校その他の教育機関の施設の

営繕に関すること。 

 

  (２) 県立学校その他の施設の教職員公舎

の営繕に関すること。 

   (２) 教職員公舎の営繕に関すること。  

  (３) ［略］    (３) ［略］  

 学校教育室 学校企画調整担当の分掌事務   学校教育室 学校企画調整担当の分掌事務  

  (１)～(７) ［略］    (１)～(７) ［略］  

 (８) 県立総合教育センターに関すること

。 

 (８) 県立総合教育センターの管理運営に

関すること（他室課の所掌に属するもの

を除く。）。 

  ［略］   ［略］ 

 特別支援教育担当の分掌事務  特別支援教育担当の分掌事務 

 (１)～(８) ［略］  (１)～(８) ［略］ 

(９) 教育支援委員会に関すること。 

  ［略］   ［略］ 

 ［略］   ［略］  



 

議 37-2 

 生涯学習文

化財課 

生涯学習担当の分掌事務 

(１)～(14) ［略］ 

  生涯学習文

化財課 

生涯学習担当の分掌事務 

(１)～(14) ［略］ 

 

  (15) 県立生涯学習推進センター、県立図

書館、県立青少年の家、県立美術館及び

県立野外活動センターに関すること（県

立美術館に係る博物館資料の調査研究等

に関することを含む。）。 

   (15) 県立生涯学習推進センター、県立図

書館、県立青少年の家、県立美術館及び

県立野外活動センターの管理運営に関す

ること（県立美術館に係る博物館資料の

調査研究等に関することを含み、他室課

の所掌に属するものを除く。）。 

 

  (16) 社会教育委員、図書館協議会、生涯

学習審議会及び美術館協議会に関するこ

と。 

   (16) 社会教育委員、図書館協議会、生涯

学習審議会、美術館協議会及び美術品収

集評価委員会に関すること。 

 

  文化財担当の分掌事務    文化財担当の分掌事務  

  (１)～(７) ［略］    (１)～(７) ［略］  

  (８) 県立博物館及び県立埋蔵文化財セン

ターに関すること（県立博物館に係る博

物館資料の調査研究等に関することを含

む。）。 

 

   (８) 県立博物館及び県立埋蔵文化財セン

ターの管理運営に関すること（県立博物

館に係る博物館資料の調査研究等に関す

ることを含み、他室課の所掌に属するも

のを除く。）。 

 

  (９)・(10) ［略］    (９)・(10) ［略］  

（附属機関）  （附属機関） 

第63条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりで

ある。 

第63条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次項各号に掲

げるもののほか、次のとおりである。 

(１)～(３) ［略］ (１)～(３) ［略］ 

 (４) 岩手県教育支援委員会 

(４) ［略］ (５) ［略］ 

(５) ［略］ (６) ［略］ 

(６) ［略］ (７) ［略］ 

(７) ［略］ (８) ［略］ 

(８) ［略］ (９) ［略］ 

 (10) 岩手県美術品収集評価委員会 

(９) ［略］ (11) ［略］ 

(10) ［略］ (12) ［略］ 

 ２ 岩手県附属機関条例（令和５年岩手県条例第 号）第２条

第２項の規定に基づき次の各号に掲げる附属機関を置く場合

には、当該各号に掲げる事務を所管する本庁各室課及び教育

事務所並びに教育機関が、その分掌事務を処理する。 

 (１) 公の施設の指定管理者候補者の選定及び指定管理業務

の評価委員会 当該公の施設の管理に関する事務 

 (２) 委託業務企画提案等審査委員会 当該委員会の調査審

議の対象となる委託業務等に関する事務 



 

議 37-3 

２ 前項の附属機関の組織運営等に関し必要な事項は、関係法

律並びに条例及びこれに基づく教育委員会規則の定めるとこ

ろによる。 

３ 前２項の附属機関の組織運営等に関し必要な事項は、関係

法律並びに条例及びこれに基づく教育委員会規則の定めると

ころによる。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

  令和５年３月13日提出 

                                      岩手県教育委員会教育長 佐 藤   博  

 理由 

 個人情報の保護等に関する条例及び岩手県附属機関条例の制定に伴う所要の改正を行うとともに、教育委員会の組織を改めよう

とするものである。これが、この規則案を提出する理由である。 

 



議 37-4 

 

岩手県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則案要綱 

 

第１ 改正の趣旨 

   個人情報の保護等に関する条例及び岩手県附属機関条例の制定に伴う所要の

改正を行うとともに、教育委員会の組織を改めようとするものである。 

 

第２ 規則案の内容 

１ 個人情報の保護等に関する条例の制定に伴い、教育企画室企画担当の分掌事

務中「個人情報保護」を「個人情報の保護等」と改めること。（第 16 条関係） 

 

 

 

 

２ 教育委員会に置ける教育機関の施設及び設備整備の業務について、教育企画

室に集約することに伴い、分掌事務を規定すること。また、移管等に伴い、同

室、学校教育室及び生涯学習文化財課の関係業務の規定を整理したこと。（第 16

条関係） 

  

 

 

３ 岩手県附属機関条例の制定に伴い、教育委員会の所管に属する附属機関を新

たに追加するとともに、その業務を学校教育室及び生涯学習文化財課で担うこ

とを規定するもの。（第 63 条及び第 16 条関係） 

  併せて、条例に執行機関共通附属機関として規定される附属機関について、

新たに規定すること。（第 63 条関係） 

 

 

 

 

 

４ 施行期日（附則関係） 

   令和５年４月１日から施行すること。   

・従来の個人情報保護関連三法が「個人情報の保護に関する法律」に統合され、同法が地方公共

団体にも適用されることに伴い、現行の個人情報保護条例を廃止し、新たな条例を制定。 

・新法及び新条例において、個人情報は生存する個人に関する情報に限られ、死者に関する情報

が明確に区分されたことに伴う文言の整理 

 

 

・学校教育室から教育企画室に移管（総合教育センターの施設及び設備の整備） 

・生涯学習文化財課から教育企画室に移管（美術館、青少年の家、野外活動センター、生涯学習

推進センター、図書館、博物館、埋蔵文化財センターの施設及び設備の整備） 

・岩手県附属機関条例制定の目的（本県における審議会及び会議等についての運用の法適合性を

高め、行政の透明性と適正性を確保する等の観点から、地方自治法の規定により、執行機関の附

属機関の設置及び組織・運営に関し、必要な事項を定めるもの） 

・教育委員会関係で新規に追加された審議会等（岩手県教育支援委員会、岩手県美術品収集評価

委員会等） 



議 38-1                            

議案第38号 

   岩手県教育委員会代決専決規程の一部を改正する訓令 

 岩手県教育委員会代決専決規程（昭和32年岩手県教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （教育企画推進監等共通専決事項）  （教育企画推進監等共通専決事項） 

第７条の２ 本庁の教育企画推進監、学校教育企画監、課長、

担当課長及び特命課長の専決できる事項は、次のとおりとす

る。 

第７条の２ 本庁の教育企画推進監、学校教育企画監、課長、

担当課長及び特命課長の専決できる事項は、次のとおりとす

る。 

 (１)～(13) ［略］  (１)～(13) ［略］ 

 (14) 個人情報の開示、訂正及び削除の決定に関すること。  (14) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定並びに

死者に関する情報の開示及び訂正の決定に関すること。 

 (15)・(16) ［略］  (15)・(16) ［略］ 

 （教育企画室の室長等の専決事項）  （教育企画室の室長等の専決事項） 

第８条 教育企画室の分掌事務について、室長、教育企画推進

監、課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとす

る。 

第８条 教育企画室の分掌事務について、室長、教育企画推進

監、課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとおりとす

る。 

 ［略］  ［略］ 

 教育企画推進監専決事項  教育企画推進監専決事項 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

 (４) 県報登載及び官報報告に関すること。  (４) 県報登載に関すること。 

 (５)～(13) ［略］  (５)～(13) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 （教職員課の総括課長等の専決事項）  （教職員課の総括課長等の専決事項） 

第10条 教職員課の分掌事務について、総括課長、課長及び担

当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

第10条 教職員課の分掌事務について、総括課長、課長及び担

当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 人事給与担当課長専決事項  人事給与担当課長専決事項 

 (１)～(９) ［略］  (１)～(９) ［略］ 

  (10) 職員及び県立学校職員（事務職員、技術職員その他の

職員に限る。）の高齢者部分休業の承認に関すること。 

 (10) ［略］  (11) ［略］ 

 (11) ［略］  (12) ［略］ 

 (12) ［略］  (13) ［略］ 

 (13) ［略］  (14) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 県立学校人事課長専決事項  県立学校人事課長専決事項 

 (１)～(６) ［略］  (１)～(６) ［略］ 

  (７) 県立学校職員（事務職員、技術職員その他の職員を除

く。）の高齢者部分休業の承認に関すること。 

 （教育事務所長の専決事項）  （教育事務所長の専決事項） 

第13条 教育事務所長の専決できる事項は、次のとおりとする 第13条 教育事務所長の専決できる事項は、次のとおりとする
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。 。 

 (１)～(24) ［略］  (１)～(24) ［略］ 

 (25) 個人情報の開示、訂正及び削除の決定に関すること。  (25) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定並びに

死者に関する情報の開示及び訂正の決定に関すること。 

 (26)～(28) ［略］  (26)～(28) ［略］ 

 （学校以外の教育機関の長共通専決事項）  （学校以外の教育機関の長共通専決事項） 

第14条 学校以外の教育機関の長（博物館長及び美術館長を除

く。第16条及び第17条において同じ。）の専決できる事項は

、次のとおりとする。 

第14条 学校以外の教育機関の長（博物館長及び美術館長を除

く。第15条及び第16条において同じ。）の専決できる事項は

、次のとおりとする。 

 (１)～(16) ［略］  (１)～(16) ［略］ 

 (17) 個人情報の開示、訂正及び削除の決定に関すること。  (17) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定並びに

死者に関する情報の開示及び訂正の決定に関すること。 

 (18) ［略］  (18) ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （総合教育センター所長の専決事項）  

第15条 総合教育センター所長は、授業力向上研修の修了認定

に関することを専決することができる。 

 

 （教育事務所の課長等共通専決事項）  （教育事務所の課長等共通専決事項） 

第16条 ［略］ 第15条 ［略］ 

 （所長等指定職員専決事項）  （所長等指定職員専決事項） 

第17条 ［略］ 第16条 ［略］ 

 （教育長指定職員の専決事項）  （教育長指定職員専決事項） 

第18条 ［略］ 第17条 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

  令和５年３月13日 

岩手県教育委員会教育長 佐 藤   博  

 理由 

 個人情報の保護等に関する条例及び職員の高齢者部分休業に関する条例の制定並びに岩手県官報報告規則の廃止に伴い、所要

の改正をしようとするものである。これが、この訓令案を提出する理由である。 
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岩手県教育委員会代決専決規程の一部を改正する訓令案要綱 

 

第１ 改正の趣旨 

個人情報の保護等に関する条例及び職員の高齢者部分休業に関する条例の制

定並びに岩手県官報報告規則の廃止に伴う所要の改正を行うものである。 

 

第２ 訓令案の内容 

 １ 個人情報の保護等に関する条例の制定に伴い、教育企画推進監等共通専決事項

等について、規定を整理すること。（第７条の２、第 13条、第 14条関係） 

 

 

 

 

２ 岩手県官報報告規則の廃止に伴い、教育企画推進監専決事項の規定を整理する

こと。（第８条関係） 

 

 

３ 高齢者部分休業に関する条例の制定に伴い、教職員課の総括課長等の専決事項

について、規定を整理すること。（第 10条関係） 

 

 

 

４ 教育職員免許法の一部改正に伴う授業力向上研修の終了に伴い、総合教育セン

ター所長の専決事項について、規定を削除すること。（第 15条関係） 

 

 ５ 施行期日（附則関係） 

   令和５年４月１日から施行すること。（附則関係） 

 

・従来の個人情報保護関連三法が「個人情報の保護に関する法律」に統合され、同法が地方公共団

体にも適用されることに伴い、現行の個人情報保護条例を廃止し、新たな条例を制定。 

・新法及び新条例において、個人情報は生存する個人に関する情報に限られ、死者に関する情報が

明確に区分されたことに伴う整理 

 

 

・知事部局において、令和４年度末をもって、官報報告規則を廃止することによるもの。 

・高齢期を迎える職員が、加齢による諸事情への対応や、地域ボランティア活動への従事などを理

由に、一部の勤務時間を勤務しないことを認める高齢者部分休業制度が令和５年４月に導入される

が、職員の申請を受け、任命権者が承認する必要があることから、専決事項として明記するもの。 
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議案第39号 

   岩手県教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）及び個人情報の保護等に関する

条例（令和４年岩手県条例第49号。以下「条例」という。）の規定に基づき、岩手県教育委員会が保有する個人情報及び死者に

関する情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （用語） 

第２条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。 

（個人情報ファイル登録簿の作成及び公表） 

第３条 個人情報ファイル登録簿の作成及び公表については、知事が保有する個人情報の保護等に関する規則（令和５年岩手県規

則第 号）第３条の規定の例による。 

 （電磁的記録の開示の実施の方法） 

第４条 法第87条第１項（条例第11条第１項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の行政機関等が定める方法は

、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法とする。 

電磁的記録の種別 開示の実施の方法 

１ 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するもの（以下「磁気テープ等

」という。）に記録されている電磁的記録で、岩手県知事部局行政組織規則（平成13年岩手

県規則第46号）第76条に規定する行政情報センター及び行政情報サブセンター（教育事務所

の庁舎である地区合同庁舎内に設置されているものに限る。）内に設置されている電子計算

機その他の機器を用いて閲覧し、若しくは視聴し、又は複製することができるもの 

閲覧若しくは視聴又は複製

物の交付 

２ 磁気テープ等に記録されている電磁的記録で、岩手県教育委員会が保有する電子計算機そ

の他の機器を用いて、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力す

ることができるもの 

紙その他これに類するもの

に印字し、又は印画したも

のの閲覧又は写しの交付 

（送付に要する費用の納付） 

第５条 行政文書の写し等を送付する方法により保有個人情報又は死者に関する情報の開示を受ける者は、条例第６条第３項（条

例第11条第７項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により手数料を納付する際に、当該行政文書の写し等の送付

に要する郵便料金等に相当する額を併せて納付しなければならない。 

   附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 岩手県教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則（平成13年岩手県教育委員会規則第10号）は、廃止する。 

令和５年３月13日提出 

岩手県教育委員会教育長 佐 藤   博  

理由 

個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護等に関する条例の規定に基づき、岩手県教育委員会が保有する個人情報及び死

者に関する情報の保護に関し必要な事項を定めようとするものである。これが、この規則案を提出する理由である。 
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議 39－３ 

岩手県教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則案要綱 

 
１ 制定の趣旨 

  個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び個人情報の保護等に関する

条例（令和４年岩手県条例第 49号。以下「条例」という。）の規定に基づき、岩手県教育委

員会が保有する個人情報及び死者に関する情報の保護に関し必要な事項を定めるものであ

る。 

 

２ 制定の背景 

  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第 37号）

により、個人情報保護関連三法が個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）に統

合された。これにより、法が地方公共団体にも適用されることとなったことから、現行の

個人情報保護条例（平成 13年岩手県条例第７号。以下「旧条例」という。）の取扱いにつ

いて検討した結果、旧条例を廃止し、新たに法の実施に関し必要な事項等について定めた

個人情報の保護等に関する条例を制定することとされた。 

  これに伴い、現行の岩手県教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則（平成

13 年岩手県教育委員会規則第 10号）を廃止し、新たに岩手県教育委員会が保有する個人

情報の保護等に関する規則を制定することとしたものである。 

 

３ 廃止制定の必要性 

  以下の理由から、規則の一部改正ではなく廃止制定とするもの。 

 (１) 新たな規則の趣旨規定に、法の規定の委任事項を定める旨が加わること。 

 (２) 現行規則全 16条中 14条及び別表（３つ）を削り、新たに２条を加えるものであり、

改正内容が大部となること。 

 (３) 条例についても、法改正に伴い廃止制定となっていること。 

 
４ 規則案の内容 

 (１) 趣旨について定めること。（第１条関係） 

  ・ この規則は、法及び条例の規定に基づき、岩手県教育委員会が保有する個人情報及

び死者に関する情報の保護に関し必要な事項を定めるというこの規則の趣旨について

規定するもの。 

 (２) 用語について定めること。（第２条関係） 

  ・ この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例によるこ

ととするもの。 

 (３) 個人情報ファイル登録簿の作成及び公表について定めること。（第３条関係） 

  ・ 条例第３条第１項の個人情報ファイル登録簿の作成及び公表に係る細目については、

知事部局と取扱いを異にする部分がないことから、知事部局の規則の規定の例による

旨を規定するものである。 

 (４) 電磁的記録の開示の実施の方法について定めること。（第４条関係） 
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  ・ 法第 87条第１項により、保有個人情報の開示は、電磁的記録に記録されているとき

はその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行うこと

とされたことから、電磁的記録の開示の実施の方法について、類似制度である情報公

開条例の一部を改正する条例（令和４年岩手県条例第 48号）による改正後の情報公開

条例（平成 10年岩手県条例第 49号）と同様の規定を置くものである。 

 (５) 送付に要する費用について定めること。（第５条関係） 

  ・ 条例第６条第５項により、行政文書の写し等の送付に要する費用は、実施機関が定

める方法により納付しなければならないこととされたことから、行政文書の写し等の

送付に要する費用の額及び納付の時期について規定するものである。 

 

５ 施行期日等 

 (１) この規則は、令和５年４月１日から施行すること。（附則第１項関係） 

  ・ 個人情報の保護等に関する条例の施行日と同一であるもの。 

 (２) 岩手県教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則（平成 13年岩手県教育

委員会規則第 10号）は、廃止すること。（附則第２項関係） 
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○ 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 

 

（個人情報ファイルの保有等に関する事前通知） 

第74条 行政機関（会計検査院を除く。以下この条において同じ。）が個人情報ファイルを保有し

ようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる

事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。 

一 個人情報ファイルの名称 

二 当該機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 

三 個人情報ファイルの利用目的 

四 個人情報ファイルに記録される項目（以下この節において「記録項目」という。）及び本人

（他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第九号に

おいて同じ。）として個人情報ファイルに記録される個人の範囲（以下この節において「記録

範囲」という。） 

五 個人情報ファイルに記録される個人情報（以下この節において「記録情報」という。）の収

集方法 

六 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

七 記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 

八 次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第五号若しくは前号に掲げる事項を次

条第一項に規定する個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイル

を同項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨 

九 第七十六条第一項、第九十条第一項又は第九十八条第一項の規定による請求を受理する組織

の名称及び所在地 

十 第九十条第一項ただし書又は第九十八条第一項ただし書に該当するときは、その旨 

十一 その他政令で定める事項 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 

一 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル 

二 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持

のために作成し、又は取得する個人情報ファイル 

三 当該機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与

若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの（当該機関が行う職員

の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。） 

四 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル 

五 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部

を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係

るこれらの事項の範囲内のもの 

六 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル 

七 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を

記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連

絡に必要な事項のみを記録するもの 

八 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイル

であって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの 

九 本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル 

十 第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報

ファイル 

十一 第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイル 

３ ［略］ 

 

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第75条 行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等

が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、第九号
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及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿（以下この章において「個人情

報ファイル簿」という。）を作成し、公表しなければならない。 

２・３ ［略］ 

 

（開示の実施） 

第87条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧

又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘

案して行政機関等が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあ

っては、行政機関の長等は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生

ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行う

ことができる。 

２～４ ［略］  

 

 

○ 個人情報の保護等に関する条例（令和４年岩手県条例第49号） 

 

（個人情報ファイル登録簿の作成及び公表） 

第３条 実施機関は、当該実施機関が保有している法第74条第２項第２号（租税に関する法律の規

定に基づく犯則事件の調査に係るものに限る。）、第４号及び第７号から第９号までに掲げる個

人情報ファイルについて、それぞれ法第75条第１項に規定する事項を記載した帳簿（以下「個人

情報ファイル登録簿」という。）を作成し、公表しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは法第74条第１項第５号若しく

は第７号に掲げる事項を個人情報ファイル登録簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報フ

ァイル登録簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業

の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは

事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル登録簿に掲載しないことができ

る。 

 

（開示請求に係る手数料の徴収等） 

第６条 法第89条第２項の規定により納付しなければならない手数料（以下この条において「手数

料」という。）の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書１件につき300

円とする。 

２ ［略］ 

３ 手数料は、法第82条各項に規定する通知があった後速やかに納付しなければならない。 

４ ［略］ 

５ 実施機関（地方独立行政法人を除く。）の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、

送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写し等の送付を求める

ことができる。この場合において、当該送付に要する費用は、当該実施機関が定める方法により

納付しなければならない。 

 

（死者に関する情報の開示等の手続） 

第11条 死者に関する情報の開示及び訂正の手続については、次項から第７項までに定めるものの

ほか、法第５章第４節第１款及び第２款の規定の例による。この場合において、法第83条第１項

中「30日」とあるのは「15日」と、法第84条中「60日」とあるのは「45日」とする。 

２ 死者情報の開示請求又は死者情報の訂正請求（以下「死者情報の開示請求等」という。）をす

る者は、実施機関に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。 

(１) 当該死者情報の開示請求等に係る情報によって識別される特定の個人が死亡しているこ

とを確認するに足りる書類 

(２) 当該死者情報の開示請求等を行う者（次号において「請求者」という。）が当該死者情報

の開示請求等に係る死者の遺族等に該当することを確認するに足りる書類 
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(３) 当該死者情報の開示請求等をする者が請求者本人であることを確認するに足りる書類 

３～５ ［略］ 

６ 実施機関（地方独立行政法人を除く。）に対し死者情報の開示請求をする者は、死者情報の開

示請求に係る死者に関する情報が記録されている行政文書１件につき300円の手数料を納付しな

ければならない。 

７ 前項に定めるもののほか、死者情報の開示請求に係る手数料の徴収等については、第６条第２

項から第５項までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第２項 開示請求をする 第９条第２項に規定する死者情報の開示請求をする 

保有個人情報の開示請求 死者に関する情報の同項に規定する死者情報の開示請求 

開示請求書 実施機関（地方独立行政法人を除く。）が別に定める請求書 

［略］ 

８・９ ［略］ 

 

 

○ 情報公開条例（平成10年岩手県条例第49号） 

  ※ 情報公開条例の一部を改正する条例（令和４年岩手県条例第48号）による改正後の条例 

 

（開示の実施） 

第16条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録につ

いては次に掲げる方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施

機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由がある

ときは、その写しにより、これを行うことができる。 

(１) 閲覧若しくは視聴又は複製物の交付 

(２) 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付 

２～４ ［略］ 
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議案第40号 

博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則 

 博物館の登録に関する規則（昭和34年岩手県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （目的）  （目的） 

第１条 この規則は、博物館法（昭和26年法律第285号。以下

「法」という。）第16条の規定により、博物館の登録に関し

必要な事項を定めることを目的とする。 

第１条 この規則は、博物館法（昭和26年法律第285号。以下

「法」という。）第22条の規定により、博物館の登録に関し

必要な事項を定めることを目的とする。 

 （登録原簿）  

第２条 法第10条の規定による岩手県教育委員会（以下「教育

委員会」という。）に備える博物館登録原簿の様式は、別に

定める様式のとおりとする。 

 

（登録申請書等） （登録申請書等） 

第３条 法第11条第１項の規定による登録申請書並びに同条第

２項の規定による添付書類のうち博物館資料目録及び職員名

簿の様式は、別に定める様式のとおりとする。 

第２条 法第12条第１項の規定による登録申請書の様式は、別

に定める様式のとおりとする。 

 ２ 法第12条第２項第２号の規定による添付書類は、博物館を

設置しようとする法人の種類等に応じて別に定めるところに

よるものとする。 

（登録事項の変更届等） （登録事項の変更届） 

第４条 法第13条第１項又は法第15条第１項の規定による届出

をしようとするときは、別に定める様式により、速やかに教

育委員会に届け出なければならない。ただし、博物館資料目

録の記載事項の変更の届出は、毎年12月31日までとする。 

第３条 法第15条第１項の規定による届出の様式は、別に定め

る様式のとおりとする。 

 （定期報告） 

 第４条 法第16条の規定による報告は、別に定める事業年度ご

とに別に定める期日までに行うものとする。 

 （博物館の廃止届） 

 第５条 法第20条第１項の規定による届出の様式は、別に定め

る様式のとおりとする。 

 （補則） 

 第６条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録に関し必

要な事項は、教育長が定める。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

  令和５年３月13日提出 

                                      岩手県教育委員会教育長 佐 藤   博 

理由 

  博物館法の一部改正に伴い、博物館の設置者の教育委員会に対する定期報告について定める等所要の改正をしようとするもの

である。これが、この規則案を提出する理由である。 
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博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則案要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

  博物館法（昭和 26年法律第 285号。以下「法」という。）の一部改正に伴い、博物館 

の設置者の教育委員会に対する定期報告について定める等所要の改正をしようとするも 

のである。 

 

２ 規則案の内容 

 ⑴ 第１条関係 

法の一部改正に伴う法の条番号移動に対応する整備を行うこと。 

 ⑵ 改正前の第２条関係 

  この規定を削ること。 

⑶ 第２条（改正前の第３条）関係  

ア 法の一部改正に伴う法の条番号移動に対応する整備を行うこと。 

  イ 改正後の法第 12条第２項第２号に掲げる申請書添付書類について、別に定めるこ 

ととしたこと。 

⑷ 第３条（改正前の第４条） 

   法の一部改正に伴う所要の整備を行うこと。 

⑸ 第４条関係 

  改正後の法第 16条の規定による設置者の定期報告について、別に定める事業年度ごと 

に、別に定める期日までに報告させることとしたこと。 

⑹ 第５条関係 

法の一部改正に伴う所要の整備を行うこと。 

⑺ 第６条関係 

  改正後の法第 12条、第 13条第１項第３号から第５号まで及び第 16条の規定により、 

都道府県の教育委員会が定めるとされた事項について、規則に定めるもののほか博物館の

登録に関して必要な事項は、教育長が定めることとしたこと。 

 

３ 施行期日 

  博物館法の一部改正が施行される令和５年４月１日から施行すること。 



議案第 41 号 

文化財の指定に関し議決を求めることについて 

次のとおり文化財の指定をすることについて、議決を求める。 

岩手県指定有形文化財の指定 

指定番号 名 称 員数 所 有 者

有第 271 号 紙本
しほん

墨書
ぼくしょ

 天台寺
てんだいじ

本堂
ほんどう

再興
さいこう

勧 進 帳
かんじんちょう

１巻 
二戸市浄法寺町御山久保 33 番地 

宗教法人 天台寺 

令和５年３月 13 日提出 

岩手県教育委員会教育長 佐 藤 博 

 理由 

  岩手県指定有形文化財の指定をしようとするものである。これが、この議案を提出する理由

である。 
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指　定 物 件 調 書 

種 別 有形文化財（歴史資料） 

名 称 ・ 員 数 
紙本墨書 天台寺本堂再興勧進帳 １巻 

（しほんぼくしょ てんだいじほんどうさいこうかんじんちょう） 

所有者（保持者・団体）の

住 所 ・ 氏 名 （ 名 称 ） 

二戸市浄法寺町御山久保 33番地 

宗教法人 天台寺 

文 化 財 の 所 在 場 所 
二戸市浄法寺町御山久保 35番地 

浄法寺歴史民俗資料館 

指 定 理 由 天台寺本堂再興勧進帳は、天正５年（1577）４月に「榮澄」という武蔵

国出身の真言僧が記したもので、天台寺本堂の修理の必要性とそのための

勧進を願う趣旨などとともに、天台寺の由緒や仏像の由来、八葉山に関す

ることなどが記されている。さらに、天台寺が神亀５年（728）に聖武天

皇の勅願を受けて行基が開山したと伝えられることが記されており、これ

まで知られていた明暦３年（1657）の「桂泉観音書上」の記述と同様の由

緒が、中世においても確認できる資料である点に価値がある。 

また、本資料作成時（天正５年）の本堂が、正平２年（1347）に再興し

たものであるとの記述もあり、万治元年（1658）に建立された現在の本堂

以前の状況を伝える資料としても貴重である。 

勧進帳は鎌倉時代から盛んに作られるようになったといわれているが、

東北地方では現存する中世の勧進帳は少なく、天台寺に関わる勧進の資料

としては、文化９年（1812）の池本坊の勧化帳などが現存しているが､中

世の勧進帳としては本資料が残るのみである。 

本資料は、平成 25年から 31年にかけて行われた重要文化財天台寺本堂

及び仁王門の保存修理工事の最中に発見されたもので、これまで知られて

いなかった中世後期における天台寺の縁起・由緒、および信仰の実態を伝

える資料として価値が高く、また東北地方でも数少ない中世の勧進帳とし

ても貴重である。 

【岩手県文化財指定基準】 

有形文化財指定基準 歴史資料の部 

１ 政治、経済、社会、文化等県の歴史上の各分野における重要な事

象に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの。 
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天台寺本堂再興勧進帳 第１紙 

天台寺本堂再興勧進帳 第９紙 
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議案第 42号 

 

令和７年度以降の岩手県立高等学校入学者選抜の実施方法に関し議決

を求めることについて 

 

別添のとおり令和７年度以降の岩手県立高等学校入学者選抜の実施方法に関

して、議決を求める。 

 

令和５年３月 13日提出 

岩手県教育員会教育長 佐 藤   博 

 

理由 

令和７年度以降の岩手県立高等学校入学者選抜の実施方法を定めようとする

ものである。これが、議案を提出する理由である。  

 

 

  

議42-1



 

 

議42-2



 

令和７年度以降の岩手県立高等学校入学者選抜の実施方法 

岩手県教育委員会 

 

 

１ 改善の背景・経緯 

現行の県立高校入試制度は、平成16年度から実施されています。これまでに、平成19

年度からの推薦入試の導入、平成28年度からの推薦入試の応募資格拡大、一般入試の選

抜方法の変更、令和２年度からの県外からの志願者受入れの開始など一部改善を図った

ところですが、最近の生徒の活動の多様化、部活動参加の任意化、少子化に伴う志願倍

率の低下等の変化に対応し、生徒一人ひとりの適切な高校選択、各高校の魅力化や特色

化を一層進めるための更なる見直しが求められています。 

このため、県教育委員会では、令和３年７月に「県立高校入試改善検討委員会」を設

置し、「入試日程」、「推薦入試のあり方」、「一般入試のあり方」について検討いた

だき、令和４年９月に改善の方向性について提言を受けました。 

その後、県教育委員会では、この提言の趣旨を踏まえ、「令和７年度以降の岩手県立

高校入学者選抜について（素案）」を作成し、パブリック・コメント等により広くご意

見を伺いながら成案作成を進めてまいりましたが、この度、その結果を「令和７年度以

降の岩手県立高等学校入学者選抜の実施方法」としてお示しすることとしました。 

 

 

２ 入試日程等について（全体像） 

（１）推薦入試について、名称は「特色入学者選抜」（特色入試）に変更し、出願にあ

たって中学校長の推薦は不要（生徒が自己推薦で出願）とする。 

（２）３月上旬の２日間に一般入試及び特色入試の検査をあわせて実施する。３月下旬に

実施する「二次募集」に対して「一次募集（一般入学者選抜、特色入学者選抜）」と

して、出願、合否判定、合格者発表についてもあわせて実施する。 

（３）検査日程は、一般入試の学力検査（国語、数学、社会、英語、理科）は１日目、一

般入試の学校独自検査（下記４（４））及び特色入試の検査は１日目の学力検査終了

後又は２日目に実施する。 

（４）出願は、一般入試に出願の上で、同一校の特色入試にも出願可（一般入試と特色入

試で異なる学校への出願不可）とする。 

（５）合否判定は、特色入試、一般入試の順に実施する。 

（６）検査日を３日程度早め、通信制の入学者選考、合格者発表まで年度内に終了する日

程とする。 

 

【入試日程】 

一次募集（一般入試、特色入試） 出願期間：２月上旬、検査日：３月上旬（２日間） 

二次募集 出願期間：３月中旬、検査日：３月下旬（１日間） 
※ 特色入試は、各高校の判断で実施。 
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【一次募集の検査日程】 

１日目 一般入試の学力検査 

２日目 一般入試の学校独自検査、特色入試の検査 

※ 学校・学科等によっては、１日目の学力検査終了後に、一般入試の学校独自検査、特色入試

の検査を実施する。 

３ 推薦入学者選抜（推薦入試）について 

（１）部活動等の実績（大会の成績）が一定以上であることを出願の要件としない。

（２）選抜にあたって、実績を評価するのではなく、生徒が日常的な学習や活動で身につけ

た多様な資質・能力について、検査を実施し評価する。 

（３）検査内容を弾力化し、令和４年度中に各高校が策定する「入学者の受入れに関する方

針（アドミッション・ポリシー）」を踏まえて、面接、小論文、作文、実技、口頭試問、

プレゼンテーション等、学力検査ではない多様な検査を実施する。 

（４）出願にあたって中学校長の推薦は不要とし、生徒が、志願先高校の求める生徒像等を

参考に、自己推薦で出願する。名称は「特色入学者選抜」（特色入試）に変更する。（再

掲） 

（５）出願の参考にできるように、各学校・学科等の求める生徒像や選抜方法等を「岩手県

立高等学校入学者選抜実施概要」（実施概要）としてまとめ、公表する。なお、資料は、

一般入試出願の際にも参考にできるものとする。 

（６）募集定員については、現行の推薦入学者選抜の考え方を踏まえて設定する。

（７）志願者が多い場合は、提出書類により一次選考を行うことができることとする。

【出願】 

生徒が、実施概要を参考に自己推薦で出願する。 

《実施概要の主な内容（各学校・学科等）》 

・入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）

・一般入試：募集定員、「学力検査：調査書」の比率、学校独自検査（実施の有

無、内容、評価の観点、観点ごとの配点）等

・特色入試：実施の有無、求める生徒像、募集定員、検査（内容、評価の観点、

観点ごとの配点）、選抜方法等

※ 令和６年度中に実施する令和７年度入試の実施概要について、令和５年度中に案を公表し、

令和６年度に確定版を公表する。 

【検査内容】 

調査書、志願理由書（様式等は見直しの予定）、検査（面接、小論文、作文、実技、

口頭試問、プレゼンテーション等の中から１～２項目程度を実施） 
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４ 一般入学者選抜（一般入試）について 

（１）選抜方法における「学力検査：調査書等」の比率について、定員のすべてを各高校

が決定する。 

（２）面接は、一律に実施することとはせず、各高校が必要に応じて実施する。 

また、面接の参考とするために、事前に生徒が作成し志願先高校に提出している

「自己アピールカード」は廃止する。 

（３）面接を一律には実施しないことに伴って、現行制度で調査書及び面接等で500点と

していた配点を調査書のみで500点と変更し、学力検査500点との合計を1000点とす

る。 

（４）学力検査の他に、独自の検査（学校独自検査）を実施できる。学校独自検査を実施

する場合は、面接、小論文、作文、実技の中から１～２項目程度とする。 

（５）学校独自検査の配点は、100点以内とする。 

 

 

【現行（平成２８年度～令和６年度）】 

 〇配点 

学力検査 500 
1000 調査書（中学１～３年の各教科の評定） 440 

500 
面接、小論文又は作文、適性検査（実技等） 60 

 

 〇選抜方法 

「学力検査 500点：調査書 500点（調査書の学習の記録、面接、小論文又は作文、適

性検査（実技等）」の比率について、次のように定めて選抜を実施する。 

・Ａ選考は、「学力検査：調査書等」を「５：５」に取り扱う。 

・Ｂ選考は、「学力検査：調査書等」を「３：７」に取り扱う。 

・Ｃ選考は、「学力検査：調査書等」を「７：３」に取り扱う。 

・各高校は、ＡＢＣ選考による選考方法について、次の①～⑦の中から選択する。 

選抜方法 選考Ⅰ 選考Ⅱ 選考Ⅲ 

募集定員に

対する割合 

（％） 

① A選考 100％ － － 

② A選考 70％ B選考 30％ － 

③ A選考 70％ B選考 20％ C選考 10％ 

④ A選考 70％ B選考 10％ C選考 20％ 

⑤ A選考 70％ C選考 30％ － 

⑥ A選考 70％ C選考 20％ B選考 10％ 

⑦ A選考 70％ C選考 10％ B選考 20％ 

選抜は、選考Ⅰ、選考Ⅱ、選考Ⅲの順に行う。 
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 〇調査書の点の計算方法 

①評定がすべて「５」の場合、合計が 660点となるように換算する。 

教科名 国語 社会 数学 理科 英語 音楽 美術 保体 技・家 小計 合計 

１年 10 10 10 10 10 15 15 15 15 110 

660 ２年 20 20 20 20 20 30 30 30 30 220 

３年 30 30 30 30 30 45 45 45 45 330 

②合計 660点を 440点に圧縮して調査書換算点とする。 

 

【令和７年度以降】 

〇配点 

学力検査 500 
1000 

1000～1100 調査書（中学１～３年の各教科の評定） 500 
学校独自検査 0～100 

 

〇選抜方法 

「学力検査 500点：調査書 500点」の比率について、各高校が、定員のすべてを

「７：３」、「６：４」、「５：５」、「４：６」、「３：７」の比率の中から１つ選択して選

抜する。 

 

 〇調査書点の計算方法 

①評定がすべて「５」の場合、現行制度と同様に、合計が 660 点となるように換算す

る。 

教科名 国語 社会 数学 理科 英語 音楽 美術 保体 技・家 小計 合計 

１年 10 10 10 10 10 15 15 15 15 110 

660 ２年 20 20 20 20 20 30 30 30 30 220 

３年 30 30 30 30 30 45 45 45 45 330 

②合計 660点を 500点に圧縮して調査書換算点とする。 

※ 各学年間、各教科間の比重については変更しない。 
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パブリック・コメントの結果 
 

 
１ 意見募集期間 

令和４年 12月１日（木）～ 令和４年 12月 31日（土） 

 
２ 実施方法 
（１）周知方法 

・行政情報センター、行政情報サブセンター等への資料配架 
・県ホームページへの資料等掲載 
・報道機関への発表 
・印刷物の配布、広聴広報課ツイッター 

（２）意見受付方法 
郵便、ＦＡＸ、メール 

 
３ 意見提出人数及び意見件数 

受付方法 意見提出人数（人） 意見件数（件） 
郵便（持参を含む。） ６ １５ 
ファクシミリ １０ ２８ 
電子メール ３３ １１３ 

計 ４９ １５６ 
 
４ 反映状況 

区 分 内   容 
意見件数

（件） 
割合 
（%） 

Ａ（全部反映） 意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの ３ 1.9 

Ｂ（一部反映） 意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの ５ 3.2 

Ｃ（趣旨同一） 意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの ６１ 39.1 

Ｄ（参考） 計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの  ４６ 29.5 

Ｅ（対応困難） Ａ・Ｂ・Ｄの対応のいずれも困難であると考えられるもの １４ 9.0 

Ｆ（その他） その他のもの（計画等の案の内容に関する質問等） ２７ 17.3 

計 １５６ 100.0 

 
５ 意見内容及び検討結果 

次ページ以降の「意見及び検討結果 一覧表」のとおり。 
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記
号

大
区

分
小

区
分

１
Ⅰ

日
程

に
つ

い
て

受
検

生
が

進
路

選
択

に
か

け
る

時
間

が
増

え
、

高
校

入
学

の
準

備
期

間
に

余
裕

が
で

き
る

た
め

、
入

試
日

程
の

変
更

に
賛

成
で

あ
る

。
２

入
試

日
程

に
つ

き
ま

し
て

は
、

生
徒

が
よ

り
時

間
を

か
け

て
適

切
な

志
願

先
高

校
を

検
討

、
選

択
で

き
る

よ
う

に
見

直
し

ま
す

。
制

度
の

詳
細

に
つ

い
て

見
直

し
の

趣
旨

に
沿

っ
た

検
討

を
す

す
め

て
ま

い
り

ま
す

。
Ｃ

趣
旨

同
一

２
Ⅰ

日
程

に
つ

い
て

１
月

の
推

薦
入

試
に

関
わ

る
事

務
作

業
が

な
く

な
る

た
め

、
中

学
校

教
員

の
負

担
が

軽
減

さ
れ

る
と

思
う

。
入

試
日

程
に

つ
き

ま
し

て
は

、
入

試
期

間
の

短
縮

に
よ

っ
て

、
入

試
事

務
に

携
わ

る
中

学
校

及
び

高
等

学
校

教
職

員
の

負
担

も
軽

減
さ

れ
る

も
の

と
考

え
て

い
ま

す
。

Ｃ
趣

旨
同

一

３
Ⅰ

日
程

に
つ

い
て

高
校

入
学

の
準

備
期

間
を

十
分

に
と

り
た

い
た

め
、

入
試

全
体

の
日

程
を

早
め

て
ほ

し
い

。
た

だ
し

、
卒

業
式

の
実

施
に

影
響

が
あ

る
た

め
合

格
発

表
日

は
現

行
の

ま
ま

と
し

て
ほ

し
い

。

２

現
行

の
入

試
日

程
に

つ
き

ま
し

て
は

、
高

校
入

学
の

準
備

期
間

が
十

分
に

と
れ

な
い

生
徒

が
い

る
状

況
か

ら
、

検
査

日
を

３
日

程
度

早
め

る
こ

と
と

し
ま

す
。

今
後

も
、

生
徒

や
各

中
学

校
及

び
高

校
の

授
業

や
行

事
に

与
え

る
影

響
を

考
慮

し
な

が
ら

、
具

体
的

な
日

程
に

つ
い

て
検

討
し

て
ま

い
り

ま
す

。

Ｃ
趣

旨
同

一

４
Ⅰ

日
程

に
つ

い
て

「
生

徒
が

よ
り

時
間

を
か

け
て

志
願

先
高

校
を

検
討

で
き

る
よ

う
に

」
と

あ
る

が
、

現
状

で
も

進
路

の
検

討
は

一
年

生
か

ら
段

階
的

に
十

分
に

時
間

を
か

け
て

行
っ

て
い

る
。

進
路

が
定

ま
っ

た
生

徒
に

つ
い

て
は

、
受

検
の

負
担

か
ら

早
期

に
解

放
さ

れ
る

こ
と

も
あ

り
、

早
め

に
進

路
を

決
定

で
き

る
ほ

う
が

安
心

で
あ

る
。

２

特
色

入
試

の
実

施
時

期
に

つ
き

ま
し

て
は

、
生

徒
が

よ
り

時
間

を
か

け
て

適
切

な
志

願
先

高
校

を
検

討
、

選
択

で
き

る
よ

う
見

直
し

を
行

う
と

こ
ろ

で
す

が
、

生
徒

が
落

ち
着

い
て

中
学

校
の

授
業

を
受

け
ら

れ
る

期
間

を
確

保
す

る
こ

と
も

あ
わ

せ
て

配
慮

し
た

と
こ

ろ
で

す
。

Ｅ
対

応
困

難

５
Ⅰ

日
程

に
つ

い
て

入
試

を
２

日
間

で
実

施
す

る
こ

と
は

、
精

神
的

、
体

力
的

に
酷

で
あ

る
と

思
う

。
入

試
日

程
の

見
直

し
に

伴
っ

て
、

生
徒

に
と

っ
て

過
重

な
負

担
と

な
ら

な
い

よ
う

に
、

各
高

校
の

検
査

内
容

等
を

工
夫

し
な

が
ら

実
施

し
て

ま
い

り
ま

す
。

Ｂ
一

部
反

映

６
Ⅱ

-
1

特
色

入
試

の
在

り
方

出
願

最
近

の
部

活
動

加
入

の
任

意
制

と
中

学
校

部
活

動
の

地
域

移
行

へ
の

流
れ

を
考

え
る

と
、

学
校

で
の

部
活

動
の

実
績

を
重

視
す

る
現

行
の

推
薦

基
準

を
見

直
す

べ
き

。
１

現
行

の
推

薦
入

試
に

つ
き

ま
し

て
は

、
部

活
動

参
加

の
任

意
化

、
生

徒
の

主
体

的
な

参
加

が
進

め
ら

れ
て

い
る

現
状

を
踏

ま
え

て
見

直
し

ま
す

。
制

度
の

詳
細

に
つ

い
て

見
直

し
の

趣
旨

に
沿

っ
た

検
討

を
進

め
て

ま
い

り
ま

す
。

Ｃ
趣

旨
同

一

７
Ⅱ

-
1

特
色

入
試

の
在

り
方

出
願

少
子

化
が

進
み

、
部

活
動

の
選

択
肢

が
限

ら
れ

る
中

、
子

ど
も

た
ち

の
活

動
が

多
様

化
し

て
い

る
。

学
校

と
い

う
枠

に
と

ら
わ

れ
ず

に
、

部
活

動
以

外
の

様
々

な
学

校
外

の
活

動
も

選
抜

に
お

い
て

十
分

に
評

価
さ

れ
る

特
色

入
試

の
導

入
に

賛
成

で
あ

る
。

４
現

行
の

推
薦

入
試

に
つ

き
ま

し
て

は
、

生
徒

の
活

動
の

多
様

化
や

部
活

動
参

加
の

任
意

化
と

い
っ

た
現

状
を

踏
ま

え
て

見
直

し
、

特
色

入
試

と
し

ま
す

。
制

度
の

詳
細

に
つ

い
て

見
直

し
の

趣
旨

に
沿

っ
た

検
討

を
進

め
て

ま
い

り
ま

す
。

Ｃ
趣

旨
同

一

８
Ⅱ

-
1

特
色

入
試

の
在

り
方

出
願

特
色

入
試

で
多

様
な

資
質

･
能

力
を

多
面

的
に

評
価

す
る

た
め

に
調

査
書

の
記

述
欄

を
充

実
す

る
な

ど
、

出
願

書
類

を
改

善
す

る
必

要
が

あ
る

。

出
願

書
類

の
様

式
に

つ
き

ま
し

て
は

、
選

抜
に

あ
た

っ
て

必
要

な
内

容
を

踏
ま

え
て

見
直

し
を

図
っ

て
い

き
ま

す
。

Ｃ
趣

旨
同

一

９
Ⅱ

-
1

特
色

入
試

の
在

り
方

出
願

学
校

が
求

め
る

人
材

に
つ

い
て

、
例

え
ば

部
活

動
で

実
績

を
残

し
た

生
徒

を
求

め
る

の
で

あ
れ

ば
、

ア
ド

ミ
ッ

シ
ョ

ン
・

ポ
リ

シ
ー

に
具

体
的

に
示

す
べ

き
。

４
特

色
入

試
で

各
高

校
が

求
め

る
生

徒
像

に
つ

い
て

は
、

各
高

校
の

ア
ド

ミ
ッ

シ
ョ

ン
・

ポ
リ

シ
ー

を
も

と
に

具
体

的
に

分
か

り
や

す
く

示
す

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
Ｃ

趣
旨

同
一

１
０

Ⅱ
-
1

特
色

入
試

の
在

り
方

出
願

各
高

校
の

ア
ド

ミ
ッ

シ
ョ

ン
・

ポ
リ

シ
ー

を
、

生
徒

が
正

確
に

理
解

す
る

た
め

に
、

中
学

校
教

員
の

支
援

が
必

要
に

な
る

と
考

え
ら

れ
る

。

各
県

立
高

校
の

ア
ド

ミ
ッ

シ
ョ

ン
・

ポ
リ

シ
ー

に
つ

き
ま

し
て

は
、

そ
の

策
定

に
あ

た
っ

て
、

誰
か

ら
も

分
か

り
や

す
い

表
現

と
す

る
よ

う
に

し
て

お
り

ま
す

。
県

立
高

校
入

試
で

は
、

ア
ド

ミ
ッ

シ
ョ

ン
・

ポ
リ

シ
ー

に
基

づ
い

て
特

色
入

試
で

求
め

る
生

徒
像

を
具

体
的

に
分

か
り

や
す

く
示

す
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

Ｃ
趣

旨
同

一

１
１

Ⅱ
-
1

特
色

入
試

の
在

り
方

出
願

県
立

高
校

の
普

通
科

が
特

色
的

な
ス

ク
ー

ル
・

ポ
リ

シ
ー

を
策

定
で

き
る

か
疑

問
を

感
じ

る
。

各
県

立
高

校
の

ス
ク

ー
ル

・
ポ

リ
シ

ー
に

つ
き

ま
し

て
は

、
各

学
校

に
期

待
さ

れ
る

役
割

を
踏

ま
え

て
、

地
域

の
実

情
や

在
籍

す
る

生
徒

の
実

態
に

基
づ

い
て

策
定

し
て

い
ま

す
。

Ｆ
そ

の
他

意
見

及
び

検
討

結
果

　
一

覧
表

番
号

内
容

類
似

意
見

件
数

(
件

)
検

　
討

　
結

　
果

　
（

 
県

 
の

 
考

 
え

 
方

 
）

決
定

へ
の

反
映

状
況

分
類
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記
号

大
区

分
小

区
分

番
号

内
容

類
似

意
見

件
数

(
件

)
検

　
討

　
結

　
果

　
（

 
県

 
の

 
考

 
え

 
方

 
）

決
定

へ
の

反
映

状
況

分
類

１
２

Ⅱ
-
1

特
色

入
試

の
在

り
方

出
願

地
域

に
高

校
が

１
つ

し
か

な
く

選
択

の
余

地
が

な
い

受
検

生
は

、
高

校
生

活
に

望
む

こ
と

と
、

ア
ド

ミ
ッ

シ
ョ

ン
・

ポ
リ

シ
ー

と
の

不
一

致
が

生
じ

る
の

で
は

な
い

か
。

各
県

立
高

校
の

ス
ク

ー
ル

・
ポ

リ
シ

ー
に

つ
き

ま
し

て
は

、
連

携
す

る
地

域
や

関
係

機
関

等
と

協
議

し
な

が
ら

、
地

域
の

実
情

や
各

学
校

に
期

待
さ

れ
る

役
割

を
踏

ま
え

て
策

定
し

て
い

ま
す

。
今

後
も

、
ス

ク
ー

ル
・

ポ
リ

シ
ー

の
見

直
し

を
連

携
す

る
地

域
や

関
係

機
関

と
協

議
し

な
が

ら
行

っ
て

い
き

、
地

域
か

ら
求

め
ら

れ
る

役
割

を
果

た
し

て
ま

い
り

ま
す

。

Ｆ
そ

の
他

１
３

Ⅱ
-
1

特
色

入
試

の
在

り
方

出
願

特
色

入
試

を
受

検
す

る
た

め
に

は
、

一
般

入
試

へ
の

出
願

が
必

須
な

の
か

。
一

般
入

試
に

出
願

し
た

上
で

、
特

色
入

試
へ

の
出

願
も

可
能

と
し

て
い

ま
す

。
Ｆ

そ
の

他

１
４

Ⅱ
-
1

特
色

入
試

の
在

り
方

出
願

特
色

入
試

で
は

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
生

徒
を

募
集

す
る

の
か

。
現

行
の

推
薦

入
試

の
応

募
資

格
と

の
違

い
を

知
り

た
い

。

現
行

の
推

薦
入

試
で

は
、

ス
ポ

ー
ツ

・
文

化
活

動
で

顕
著

な
実

績
を

持
つ

生
徒

、
将

来
の

職
業

選
択

や
社

会
貢

献
に

強
い

意
欲

を
持

っ
て

い
る

者
を

対
象

と
し

て
、

各
高

校
が

具
体

的
な

推
薦

基
準

を
示

し
て

行
い

ま
す

が
、

特
色

入
試

で
は

、
各

高
校

が
ア

ド
ミ

ッ
シ

ョ
ン

・
ポ

リ
シ

ー
に

基
づ

い
て

特
色

入
試

で
求

め
る

生
徒

像
を

示
し

て
行

う
よ

う
に

見
直

し
ま

す
。

各
高

校
の

特
色

入
試

で
求

め
る

生
徒

像
は

、
今

後
、

一
般

入
試

及
び

特
色

入
試

の
検

査
内

容
や

選
抜

方
法

と
あ

わ
せ

て
周

知
し

て
ま

い
り

ま
す

。

Ｆ
そ

の
他

１
５

Ⅱ
-
1

特
色

入
試

の
在

り
方

出
願

ア
ド

ミ
ッ

シ
ョ

ン
・

ポ
リ

シ
ー

の
他

に
デ

ィ
プ

ロ
マ

・
ポ

リ
シ

ー
も

必
要

で
あ

る
と

思
う

。

ス
ク

ー
ル

・
ポ

リ
シ

ー
に

つ
き

ま
し

て
は

、
各

高
校

に
お

い
て

グ
ラ

デ
ュ

エ
ー

シ
ョ

ン
・

ポ
リ

シ
ー

（
育

成
を

目
指

す
資

質
・

能
力

に
関

す
る

方
針

）
及

び
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
・

ポ
リ

シ
ー

（
教

育
課

程
の

編
成

及
び

実
施

に
関

す
る

方
針

）
を

ア
ド

ミ
ッ

シ
ョ

ン
・

ポ
リ

シ
ー

（
入

学
者

の
受

入
れ

に
関

す
る

方
針

）
と

あ
わ

せ
て

「
三

つ
の

方
針

」
と

し
て

策
定

し
て

い
ま

す
。

Ｆ
そ

の
他

１
６

Ⅱ
-
1

特
色

入
試

の
在

り
方

出
願

出
願

資
格

に
つ

い
て

、
実

績
だ

け
で

は
な

く
、

取
り

組
ん

だ
内

容
も

考
慮

す
べ

き
で

あ
る

。
２

特
色

入
試

の
出

願
に

つ
き

ま
し

て
は

、
実

績
（

大
会

の
成

績
等

）
が

一
定

以
上

で
あ

る
こ

と
を

出
願

の
要

件
と

は
せ

ず
、

各
高

校
が

ア
ド

ミ
ッ

シ
ョ

ン
・

ポ
リ

シ
ー

に
基

づ
い

て
示

す
特

色
入

試
で

求
め

る
生

徒
像

を
参

考
に

、
生

徒
が

自
己

推
薦

で
出

願
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

ま
た

、
評

価
に

つ
き

ま
し

て
は

、
実

績
を

評
価

す
る

の
で

は
な

く
、

生
徒

が
日

常
的

な
活

動
で

身
に

つ
け

た
資

質
・

能
力

を
検

査
で

評
価

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。

Ｃ
趣

旨
同

一

１
７

Ⅱ
-
2

特
色

入
試

の
在

り
方

検
査

・
選

抜
部

活
動

だ
け

で
は

な
く

、
学

習
面

で
努

力
し

た
生

徒
に

も
チ

ャ
ン

ス
を

与
え

て
ほ

し
い

。

特
色

入
試

に
お

け
る

学
習

面
で

の
努

力
に

係
る

評
価

に
つ

き
ま

し
て

は
、

検
査

内
容

に
調

査
書

を
含

め
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
学

習
面

で
の

努
力

も
含

め
て

日
常

的
な

活
動

で
身

に
つ

け
た

資
質

・
能

力
を

検
査

で
評

価
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

Ｃ
趣

旨
同

一

１
８

Ⅱ
-
2

特
色

入
試

の
在

り
方

検
査

・
選

抜

現
行

の
部

活
動

の
実

績
を

重
視

し
た

選
抜

で
は

な
く

、
検

定
試

験
（

英
語

検
定

、
数

学
検

定
、

漢
字

検
定

な
ど

）
や

研
究

発
表

の
実

績
等

を
選

抜
の

材
料

と
す

る
こ

と
を

提
案

す
る

。

１
特

色
入

試
に

つ
き

ま
し

て
は

、
現

行
の

推
薦

入
試

を
見

直
し

、
生

徒
が

多
様

な
活

動
に

お
い

て
身

に
つ

け
た

資
質

・
能

力
を

各
高

校
が

検
査

で
評

価
す

る
こ

と
と

し
た

も
の

で
す

。
Ｄ

参
考

１
９

Ⅱ
-
2

特
色

入
試

の
在

り
方

検
査

・
選

抜
特

色
入

試
の

検
査

方
法

が
多

岐
に

わ
た

る
と

、
受

検
生

へ
の

負
担

が
増

す
の

で
は

な
い

か
。

各
高

校
の

検
査

内
容

に
つ

き
ま

し
て

は
、

生
徒

に
と

っ
て

過
重

な
負

担
と

な
ら

な
い

よ
う

に
配

慮
し

な
が

ら
実

施
し

て
ま

い
り

ま
す

。
Ｂ

一
部

反
映

２
０

Ⅱ
-
2

特
色

入
試

の
在

り
方

検
査

・
選

抜
特

色
入

試
を

受
検

す
る

生
徒

が
学

力
検

査
を

受
検

す
る

の
は

な
ぜ

か
。

余
計

な
負

担
に

な
る

の
で

は
な

い
か

。
１

現
行

の
制

度
に

お
き

ま
し

て
も

、
推

薦
入

試
の

合
格

者
に

対
し

て
、

合
格

後
に

学
習

に
対

す
る

意
欲

を
持

た
せ

続
け

、
合

格
者

の
基

礎
学

力
を

担
保

す
る

た
め

に
、

一
般

入
試

検
査

日
に

学
力

検
査

問
題

に
よ

る
学

力
調

査
を

実
施

し
て

い
ま

す
。

新
制

度
に

お
い

て
も

、
合

格
者

の
基

礎
学

力
を

担
保

す
る

観
点

か
ら

学
力

検
査

を
受

検
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

Ｆ
そ

の
他

２
１

Ⅱ
-
2

特
色

入
試

の
在

り
方

検
査

・
選

抜

話
す

こ
と

が
苦

手
な

受
検

生
に

と
っ

て
、

口
頭

試
問

や
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

と
い

っ
た

検
査

は
不

公
平

で
あ

る
と

思
う

。

特
色

入
試

の
検

査
に

つ
き

ま
し

て
は

、
各

高
校

の
ア

ド
ミ

ッ
シ

ョ
ン

・
ポ

リ
シ

ー
を

踏
ま

え
、

特
色

入
試

で
求

め
る

生
徒

像
に

基
づ

い
て

、
内

容
を

決
定

す
る

も
の

で
す

。
検

査
の

実
施

に
あ

た
っ

て
は

、
表

面
的

な
部

分
の

み
を

評
価

す
る

こ
と

な
く

、
生

徒
の

資
質

・
能

力
を

適
切

に
評

価
し

て
い

き
ま

す
。

Ｃ
趣

旨
同

一

議42-9



記
号

大
区

分
小

区
分

番
号

内
容

類
似

意
見

件
数

(
件

)
検

　
討

　
結

　
果

　
（

 
県

 
の

 
考

 
え

 
方

 
）

決
定

へ
の

反
映

状
況

分
類

２
２

Ⅱ
-
2

特
色

入
試

の
在

り
方

検
査

・
選

抜

受
検

者
の

資
質

を
し

っ
か

り
と

見
極

め
る

た
め

、
一

次
選

考
、

二
次

選
考

と
い

う
よ

う
に

時
間

を
か

け
て

丁
寧

な
選

考
を

行
う

べ
き

。

特
色

入
試

の
選

抜
に

つ
き

ま
し

て
は

、
生

徒
の

資
質

・
能

力
を

適
切

に
評

価
し

た
上

で
実

施
で

き
る

よ
う

に
、

い
た

だ
い

た
意

見
を

参
考

に
し

な
が

ら
検

討
し

て
ま

い
り

ま
す

。
Ｂ

一
部

反
映

２
３

Ⅱ
-
2

特
色

入
試

の
在

り
方

検
査

・
選

抜

中
学

校
で

の
受

検
生

の
活

動
を

正
確

に
把

握
す

る
た

め
、

ま
た

、
高

校
で

何
を

ど
の

よ
う

に
学

び
た

い
か

把
握

す
る

た
め

、
志

願
理

由
書

の
記

載
内

容
を

工
夫

す
る

べ
き

。

志
願

理
由

書
に

つ
き

ま
し

て
は

、
選

抜
の

資
料

と
な

る
よ

う
に

様
式

等
を

見
直

し
て

ま
い

り
ま

す
。

Ａ
全

部
反

映

２
４

Ⅱ
-
2

特
色

入
試

の
在

り
方

検
査

・
選

抜

生
徒

や
指

導
す

る
教

員
の

負
担

に
鑑

み
、

現
行

を
引

き
継

ぎ
面

接
と

実
技

の
み

な
ど

、
検

査
の

種
類

を
限

定
す

る
べ

き
。

検
査

内
容

に
つ

き
ま

し
て

は
、

各
学

校
の

特
色

入
試

で
求

め
る

生
徒

像
に

基
づ

い
て

、
決

定
し

て
い

く
も

の
で

す
が

、
生

徒
等

に
と

っ
て

過
重

な
負

担
と

な
ら

な
い

よ
う

に
し

て
ま

い
り

ま
す

。
Ｂ

一
部

反
映

２
５

Ⅱ
-
2

特
色

入
試

の
在

り
方

検
査

・
選

抜
学

習
障

が
い

を
も

つ
生

徒
に

つ
い

て
も

、
秀

で
た

才
能

を
生

か
せ

る
よ

う
な

制
度

と
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

学
習

障
が

い
の

あ
る

生
徒

の
評

価
に

つ
き

ま
し

て
は

、
学

習
障

が
い

が
あ

る
こ

と
に

よ
っ

て
生

徒
が

不
利

に
扱

わ
れ

る
こ

と
が

な
い

よ
う

に
し

て
ま

い
り

ま
す

。
ま

た
、

多
様

な
生

徒
の

資
質

・
能

力
を

適
切

に
評

価
で

き
る

よ
う

に
し

て
ま

い
り

ま
す

。
Ｃ

趣
旨

同
一

２
６

Ⅱ
-
2

特
色

入
試

の
在

り
方

検
査

・
選

抜
特

色
入

試
に

つ
い

て
も

、
学

力
を

選
抜

の
材

料
と

す
べ

き
で

は
な

い
か

。

特
色

入
試

に
お

け
る

学
力

の
評

価
に

つ
き

ま
し

て
は

、
検

査
内

容
に

調
査

書
を

含
め

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、

ま
た

、
各

学
校

が
必

要
に

応
じ

て
口

頭
試

問
等

の
検

査
を

行
う

こ
と

か
ら

、
生

徒
の

学
力

を
多

面
的

に
評

価
で

き
る

も
の

と
捉

え
て

い
ま

す
。

Ｃ
趣

旨
同

一

２
７

Ⅱ
-
2

特
色

入
試

の
在

り
方

検
査

・
選

抜
実

績
で

は
な

く
多

様
な

資
質

・
能

力
を

ど
の

よ
う

に
評

価
し

数
値

化
す

る
の

か
知

り
た

い
。

４
特

色
入

試
の

評
価

に
つ

き
ま

し
て

は
、

各
学

校
の

特
色

入
試

で
求

め
る

生
徒

像
に

基
づ

い
て

検
査

内
容

や
選

抜
方

法
を

決
定

し
、

評
価

の
観

点
や

観
点

ご
と

の
配

点
も

あ
ら

か
じ

め
公

表
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

Ｆ
そ

の
他

２
８

Ⅱ
-
2

特
色

入
試

の
在

り
方

検
査

・
選

抜
特

色
入

試
の

合
否

判
定

が
公

平
性

や
透

明
性

に
欠

け
る

も
の

に
な

る
の

で
は

な
い

か
。

２

特
色

入
試

の
評

価
に

つ
き

ま
し

て
は

、
各

学
校

の
特

色
入

試
で

求
め

る
生

徒
像

に
基

づ
い

て
検

査
内

容
や

選
抜

方
法

を
決

定
し

、
あ

ら
か

じ
め

公
表

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
評

価
の

観
点

や
観

点
ご

と
の

配
点

も
あ

わ
せ

て
公

表
し

、
選

抜
の

公
平

性
が

確
保

さ
れ

る
よ

う
に

し
て

ま
い

り
ま

す
。

Ｃ
趣

旨
同

一

２
９

Ⅱ
-
2

特
色

入
試

の
在

り
方

検
査

・
選

抜

実
績

を
評

価
し

な
く

な
る

こ
と

で
、

ス
ポ

ー
ツ

強
化

指
定

校
で

学
び

た
い

と
考

え
る

ス
ポ

ー
ツ

や
文

化
活

動
に

秀
で

た
生

徒
に

と
っ

て
不

利
に

な
る

の
で

は
な

い
か

。
実

績
を

評
価

の
材

料
の

一
部

と
し

て
も

よ
い

の
で

は
な

い
か

。

１
特

色
入

試
に

つ
き

ま
し

て
は

、
現

行
の

推
薦

入
試

を
見

直
し

、
生

徒
が

多
様

な
活

動
に

お
い

て
身

に
つ

け
た

資
質

・
能

力
を

各
高

校
が

検
査

で
評

価
す

る
こ

と
と

し
た

も
の

で
す

。
Ｄ

参
考

３
０

Ⅱ
-
2

特
色

入
試

の
在

り
方

検
査

・
選

抜
検

査
に

対
応

で
き

る
よ

う
な

生
徒

を
、

普
段

の
授

業
で

育
成

で
き

る
よ

う
に

す
る

べ
き

で
あ

る
。

特
色

入
試

の
検

査
に

つ
き

ま
し

て
は

、
多

様
な

生
徒

の
資

質
・

能
力

を
各

高
校

の
特

色
に

応
じ

て
評

価
で

き
る

内
容

で
実

施
し

ま
す

。
中

学
校

ま
で

の
授

業
を

含
め

た
様

々
な

活
動

で
の

学
び

の
成

果
が

評
価

さ
れ

る
も

の
と

捉
え

て
い

ま
す

。
Ｃ

趣
旨

同
一

３
１

Ⅱ
-
3

特
色

入
試

の
在

り
方

日
程

特
色

入
試

に
お

け
る

受
検

生
と

教
員

の
負

担
に

配
慮

し
て

、
連

続
し

た
入

試
日

程
を

見
直

す
必

要
が

あ
る

。

特
色

入
試

に
つ

き
ま

し
て

は
、

生
徒

に
と

っ
て

過
重

な
負

担
と

な
ら

な
い

よ
う

に
、

各
高

校
の

検
査

内
容

等
を

工
夫

し
な

が
ら

実
施

し
て

ま
い

り
ま

す
。

ま
た

、
入

試
期

間
の

見
直

し
に

よ
っ

て
、

入
試

事
務

に
携

わ
る

中
学

校
及

び
高

等
学

校
教

職
員

の
負

担
も

軽
減

さ
れ

る
も

の
と

考
え

て
い

ま
す

。

Ｂ
一

部
反

映

３
２

Ⅱ
-
3

特
色

入
試

の
在

り
方

日
程

県
外

受
入

れ
へ

の
影

響
が

考
え

ら
れ

る
た

め
、

特
色

入
試

の
実

施
日

を
一

般
入

試
と

同
日

と
す

る
こ

と
に

反
対

で
あ

る
。

１
県

外
か

ら
の

志
願

者
の

受
入

れ
に

つ
き

ま
し

て
は

、
別

途
、

よ
り

効
果

的
に

す
す

め
て

い
け

る
よ

う
に

検
討

を
進

め
て

い
き

ま
す

。
Ｄ

参
考

３
３

Ⅱ
-
3

特
色

入
試

の
在

り
方

日
程

現
行

の
推

薦
入

試
を

廃
止

す
る

と
、

日
程

的
な

面
で

私
立

高
校

に
流

れ
る

生
徒

が
増

加
す

る
の

で
は

な
い

か
。

４

私
立

高
校

へ
の

志
願

者
の

増
加

に
つ

き
ま

し
て

は
、

生
徒

は
自

ら
の

キ
ャ

リ
ア

形
成

な
ど

を
踏

ま
え

て
、

十
分

に
時

間
を

か
け

て
志

願
先

高
校

を
検

討
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

県
立

高
校

の
入

試
を

１
月

に
検

査
を

行
わ

な
く

な
る

こ
と

の
み

を
も

っ
て

、
私

立
高

校
へ

の
志

願
者

が
大

幅
に

増
加

す
る

こ
と

は
な

い
も

の
と

捉
え

て
い

ま
す

。

Ｆ
そ

の
他

３
４

Ⅱ
-
3

特
色

入
試

の
在

り
方

日
程

ス
ポ

ー
ツ

や
文

化
活

動
を

継
続

す
る

生
徒

は
早

め
に

進
路

を
決

定
し

な
い

と
、

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
の

維
持

の
た

め
の

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

や
レ

ッ
ス

ン
に

専
念

で
き

な
い

の
で

は
な

い
か

。

入
試

日
程

に
つ

き
ま

し
て

は
、

ス
ポ

ー
ツ

・
文

化
活

動
に

取
り

組
ん

で
い

る
生

徒
も

含
め

て
、

生
徒

が
自

ら
の

キ
ャ

リ
ア

形
成

を
踏

ま
え

て
、

十
分

な
時

間
を

か
け

て
志

願
先

高
校

を
検

討
で

き
る

よ
う

に
見

直
し

た
と

こ
ろ

で
す

。
Ｆ

そ
の

他
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決
定

へ
の

反
映

状
況

分
類

３
５

Ⅱ
-
4

特
色

入
試

の
在

り
方

中
学

校
長

推
薦

の
廃

止

生
徒

の
資

質
・

能
力

を
適

切
に

評
価

す
る

た
め

に
、

自
己

推
薦

で
は

な
く

学
校

長
の

推
薦

が
必

要
で

は
な

い
か

。
１

生
徒

の
資

質
・

能
力

の
評

価
に

つ
き

ま
し

て
は

、
各

高
校

の
ア

ド
ミ

ッ
シ

ョ
ン

・
ポ

リ
シ

ー
を

踏
ま

え
て

、
特

色
入

試
で

求
め

る
生

徒
像

に
基

づ
い

て
検

査
内

容
を

決
定

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
評

価
に

あ
た

っ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
評

価
の

観
点

を
示

し
、

適
切

な
選

抜
が

実
施

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
き

ま
す

。

Ｅ
対

応
困

難

３
６

Ⅱ
-
4

特
色

入
試

の
在

り
方

中
学

校
長

推
薦

の
廃

止

校
長

推
薦

が
不

要
と

な
っ

た
こ

と
で

、
推

薦
入

試
と

比
較

し
て

、
特

色
入

試
の

志
願

者
が

大
幅

に
増

加
す

る
の

で
は

な
い

か
。

２
特

色
入

試
の

志
願

者
数

に
つ

き
ま

し
て

は
、

現
行

の
推

薦
入

試
に

比
べ

て
増

加
す

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

、
適

切
に

対
応

で
き

る
よ

う
に

検
討

し
て

ま
い

り
ま

す
。

Ｄ
参

考

３
７

Ⅱ
-
4

特
色

入
試

の
在

り
方

中
学

校
長

推
薦

の
廃

止

校
長

の
推

薦
を

廃
止

す
る

こ
と

で
、

学
力

の
低

下
や

生
活

態
度

の
悪

化
に

つ
な

が
ら

な
い

か
。

多
く

の
生

徒
が

中
学

校
長

推
薦

を
必

要
と

し
な

い
一

般
入

試
を

受
検

し
て

い
る

現
行

の
入

試
制

度
に

お
い

て
、

中
学

校
で

適
切

に
学

習
や

生
活

に
係

る
指

導
が

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
大

き
な

影
響

は
な

い
も

の
と

捉
え

て
い

ま
す

。
Ｄ

参
考

３
８

Ⅱ
-
4

特
色

入
試

の
在

り
方

中
学

校
長

推
薦

の
廃

止

自
己

推
薦

と
し

た
場

合
、

学
校

の
助

言
の

機
会

が
制

限
さ

れ
る

こ
と

と
な

り
、

生
徒

が
適

切
な

進
路

選
択

を
で

き
な

く
な

る
心

配
が

あ
る

。

中
学

校
で

の
進

路
指

導
に

つ
き

ま
し

て
は

、
こ

れ
ま

で
も

生
徒

の
キ

ャ
リ

ア
形

成
の

観
点

か
ら

、
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

も
の

と
承

知
し

て
お

り
、

自
己

推
薦

と
す

る
こ

と
に

よ
り

、
一

層
生

徒
が

自
ら

の
在

り
方

生
き

方
を

主
体

的
に

考
え

、
適

切
な

進
路

を
選

択
し

て
い

く
こ

と
に

つ
な

が
る

も
の

と
考

え
て

い
ま

す
。

Ｄ
参

考

３
９

Ⅱ
-
4

特
色

入
試

の
在

り
方

中
学

校
長

推
薦

の
廃

止

校
長

推
薦

か
ら

自
己

推
薦

と
な

り
、

保
証

の
意

味
合

い
が

弱
ま

る
こ

と
で

受
検

生
が

不
安

を
感

じ
る

の
で

は
な

い
か

。
１

中
学

校
長

推
薦

を
不

要
と

す
る

こ
と

に
よ

る
生

徒
の

不
安

に
つ

き
ま

し
て

は
、

令
和

７
年

度
入

試
の

制
度

の
詳

細
が

理
解

さ
れ

る
中

で
解

消
さ

れ
て

い
く

よ
う

に
、

で
き

る
だ

け
早

く
公

表
し

て
ま

い
り

ま
す

。
Ｄ

参
考

４
０

Ⅱ
-
5

特
色

入
試

の
在

り
方

そ
の

他

特
色

入
試

に
賛

成
で

あ
る

。
学

校
長

推
薦

が
な

く
な

る
こ

と
で

、
校

内
で

の
選

抜
が

な
く

な
り

、
よ

り
主

体
的

志
望

校
選

定
を

行
お

う
と

す
る

意
識

が
生

徒
と

保
護

者
に

醸
成

さ
れ

る
と

思
わ

れ
る

。
ま

た
、

中
学

生
の

多
様

な
活

動
が

評
価

さ
れ

る
こ

と
と

で
、

入
学

後
の

意
欲

に
つ

な
が

る
と

思
う

。

２

現
行

の
推

薦
入

試
に

つ
き

ま
し

て
は

、
生

徒
が

各
高

校
の

ア
ド

ミ
ッ

シ
ョ

ン
・

ポ
リ

シ
ー

や
求

め
る

生
徒

像
を

参
考

に
、

よ
り

主
体

的
に

志
願

先
高

校
を

選
択

で
き

る
よ

う
に

見
直

し
、

特
色

入
試

と
し

ま
す

。
制

度
の

詳
細

に
つ

い
て

見
直

し
の

趣
旨

に
沿

っ
た

検
討

を
進

め
て

ま
い

り
ま

す
。

Ｃ
趣

旨
同

一

４
１

Ⅱ
-
5

特
色

入
試

の
在

り
方

そ
の

他

推
薦

入
試

の
廃

止
に

よ
り

、
受

検
校

決
定

の
際

に
安

全
志

向
を

助
長

す
る

の
で

は
な

い
か

。
ま

た
、

進
路

の
決

定
を

私
立

高
校

の
出

願
前

に
終

え
て

い
る

た
め

、
３

月
ま

で
生

徒
の

気
持

ち
が

持
続

す
る

か
不

安
が

あ
る

。

１

生
徒

の
志

願
先

高
校

の
決

定
に

つ
き

ま
し

て
は

、
生

徒
は

自
ら

の
キ

ャ
リ

ア
形

成
な

ど
を

踏
ま

え
て

、
十

分
に

時
間

を
か

け
て

検
討

し
、

志
願

先
高

校
を

決
定

し
て

お
り

、
現

行
の

推
薦

入
試

を
特

色
入

試
と

見
直

す
こ

と
が

、
生

徒
の

志
願

先
高

校
の

決
定

に
特

別
に

大
き

な
影

響
は

与
え

る
も

の
で

は
な

い
と

捉
え

て
お

り
ま

す
。

Ｄ
参

考

４
２

Ⅱ
-
5

特
色

入
試

の
在

り
方

そ
の

他
同

様
の

入
試

を
連

続
し

て
実

施
し

て
い

る
他

県
の

状
況

を
踏

ま
え

て
い

る
か

。
他

県
の

入
試

制
度

に
つ

き
ま

し
て

は
、

具
体

的
な

見
直

し
の

内
容

を
検

討
す

る
に

あ
た

っ
て

参
考

と
し

て
き

た
と

こ
ろ

で
す

。
Ｆ

そ
の

他

４
３

Ⅱ
-
5

特
色

入
試

の
在

り
方

そ
の

他

特
色

入
試

の
検

査
に

関
す

る
中

学
校

教
員

の
指

導
の

負
担

が
増

す
の

で
は

な
い

か
。

ま
た

、
制

度
の

変
更

に
よ

り
、

中
学

校
の

進
路

指
導

の
方

法
を

変
更

す
る

必
要

が
あ

り
、

そ
の

対
応

に
苦

労
す

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
。

１
０

特
色

入
試

に
伴

う
中

学
校

教
員

の
負

担
に

つ
き

ま
し

て
は

、
各

高
校

の
選

抜
方

法
等

を
あ

ら
か

じ
め

周
知

し
、

ま
た

、
入

試
日

程
を

従
来

よ
り

も
遅

く
す

る
こ

と
で

十
分

な
時

間
を

か
け

て
準

備
で

き
る

よ
う

に
し

、
各

中
学

校
で

計
画

的
か

つ
円

滑
に

進
路

指
導

が
行

え
る

よ
う

に
し

て
ま

い
り

ま
す

。

Ｄ
参

考

４
４

Ⅱ
-
5

特
色

入
試

の
在

り
方

そ
の

他
特

色
入

試
と

い
う

呼
称

に
違

和
感

を
感

じ
る

。
１

「
特

色
入

学
者

選
抜

」
の

名
称

に
つ

き
ま

し
て

は
、

中
学

校
長

の
推

薦
を

不
要

と
す

る
こ

と
も

あ
り

、
他

県
の

例
な

ど
を

参
考

に
決

定
し

た
と

こ
ろ

で
す

。
Ｆ

そ
の

他

４
５

Ⅱ
-
5

特
色

入
試

の
在

り
方

そ
の

他
自

己
推

薦
に

あ
た

り
、

出
願

理
由

に
保

護
者

の
意

見
記

入
を

求
め

て
は

い
か

が
か

。

中
学

校
に

お
い

て
は

、
保

護
者

と
の

面
談

な
ど

を
通

し
て

、
保

護
者

と
連

携
し

な
が

ら
進

路
指

導
を

行
っ

て
お

り
、

特
色

入
試

の
出

願
に

お
き

ま
し

て
も

、
引

き
続

き
、

保
護

者
と

十
分

に
連

携
を

と
り

な
が

ら
生

徒
が

適
切

な
進

路
を

選
択

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
き

ま
す

。

Ｅ
対

応
困

難

４
６

Ⅱ
-
5

特
色

入
試

の
在

り
方

そ
の

他
特

色
入

試
の

受
検

者
が

大
幅

に
増

加
し

た
場

合
、

高
校

の
大

き
な

負
担

と
な

る
の

で
は

な
い

か
。

１
特

色
入

試
の

受
検

者
数

に
つ

き
ま

し
て

は
、

現
行

の
推

薦
入

試
に

比
べ

て
増

加
す

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

、
適

切
に

対
応

で
き

る
よ

う
に

検
討

し
て

ま
い

り
ま

す
。

Ｄ
参

考

議42-11
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決
定

へ
の

反
映

状
況

分
類

４
７

Ⅱ
-
5

特
色

入
試

の
在

り
方

そ
の

他
生

徒
の

主
体

性
を

重
視

す
る

の
で

あ
れ

ば
、

「
自

己
推

薦
入

試
」

枠
を

設
定

し
、

現
行

の
推

薦
入

試
を

「
学

校
推

薦
入

試
」

な
ど

と
し

て
残

し
て

は
い

か
が

か
。

現
行

の
推

薦
入

試
に

つ
き

ま
し

て
は

、
部

活
動

等
の

実
績

評
価

を
見

直
す

べ
き

と
の

指
摘

や
、

部
活

動
参

加
の

任
意

化
や

生
徒

の
主

体
的

な
参

加
が

進
め

ら
れ

て
き

て
い

る
状

況
を

踏
ま

え
て

制
度

を
見

直
し

た
と

こ
ろ

で
す

。
Ｅ

対
応

困
難

４
８

Ⅱ
-
5

特
色

入
試

の
在

り
方

そ
の

他
特

色
入

試
の

定
員

が
あ

ま
り

多
く

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
べ

き
。

特
色

入
試

の
募

集
定

員
に

つ
き

ま
し

て
は

、
現

行
の

入
試

制
度

に
お

い
て

も
定

員
の

多
く

に
つ

い
て

一
般

入
試

で
募

集
し

、
そ

の
上

で
定

員
の

一
部

を
推

薦
入

試
で

募
集

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
現

行
制

度
の

定
員

の
考

え
方

を
踏

ま
え

て
、

適
切

に
設

定
し

て
ま

い
り

ま
す

。

Ａ
全

部
反

映

４
９

Ⅱ
-
5

特
色

入
試

の
在

り
方

そ
の

他
特

色
入

試
を

実
施

し
な

い
学

校
が

あ
っ

て
も

よ
い

と
思

う
。

現
行

の
推

薦
入

試
に

お
い

て
も

、
希

望
す

る
学

校
・

学
科

が
実

施
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
各

高
校

の
判

断
に

よ
り

特
色

入
試

を
実

施
で

き
る

こ
と

と
し

ま
す

。
Ａ

全
部

反
映

５
０

Ⅱ
-
5

特
色

入
試

の
在

り
方

そ
の

他
特

色
入

試
の

み
を

実
施

す
る

学
校

が
あ

れ
ば

、
中

学
校

の
学

習
指

導
も

変
わ

り
、

本
当

の
意

味
で

の
学

び
に

変
わ

る
の

で
は

な
い

か
。

岩
手

県
立

高
校

入
試

の
考

え
方

と
し

て
、

全
県

統
一

的
な

選
抜

と
し

て
定

員
の

多
く

に
つ

い
て

一
般

入
試

で
募

集
し

、
そ

の
上

で
定

員
の

一
部

を
特

色
入

試
で

募
集

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
特

色
入

試
で

求
め

る
生

徒
像

を
分

か
り

や
す

く
示

し
、

各
高

校
・

学
科

の
学

び
を

生
徒

及
び

中
学

校
に

周
知

し
て

い
き

ま
す

。

Ｄ
参

考

５
１

Ⅲ
一

般
入

試
の

在
り

方

検
査

や
選

抜
の

方
法

の
変

更
に

賛
成

で
あ

る
。

「
学

力
検

査
：

調
査

書
等

」
の

比
率

を
各

学
校

で
設

定
で

き
る

よ
う

に
な

り
、

各
高

校
の

独
自

性
を

反
映

で
き

る
。

自
己

ア
ピ

ー
ル

カ
ー

ド
の

廃
止

や
面

接
を

一
律

に
実

施
し

な
い

こ
と

は
現

状
を

踏
ま

え
て

お
り

、
業

務
の

効
率

化
に

も
つ

な
が

る
と

思
う

。

４
一

般
入

試
に

つ
き

ま
し

て
は

、
各

高
校

の
特

色
に

応
じ

た
選

抜
が

実
施

で
き

る
よ

う
に

学
力

検
査

：
調

査
書

等
の

比
率

や
面

接
に

つ
い

て
見

直
し

ま
す

。
制

度
の

詳
細

に
つ

い
て

見
直

し
の

趣
旨

に
沿

っ
た

検
討

を
し

て
ま

い
り

ま
す

。
Ｃ

趣
旨

同
一

５
２

Ⅲ
一

般
入

試
の

在
り

方

志
望

理
由

を
考

え
る

き
っ

か
け

と
な

る
だ

け
で

な
く

、
高

校
進

学
後

の
指

導
に

も
生

か
せ

る
た

め
、

キ
ャ

リ
ア

教
育

の
観

点
か

ら
も

自
己

ア
ピ

ー
ル

カ
ー

ド
を

提
出

さ
せ

る
べ

き
で

あ
る

。

中
学

校
に

お
い

て
は

、
３

年
間

を
見

通
し

て
計

画
的

な
キ

ャ
リ

ア
教

育
が

行
わ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。

生
徒

が
中

学
校

３
年

生
ま

で
の

自
ら

の
取

組
を

振
り

返
り

ま
と

め
る

キ
ャ

リ
ア

・
パ

ス
ポ

ー
ト

は
、

高
校

入
学

後
は

各
高

校
に

引
き

継
が

れ
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。

Ｅ
対

応
困

難

５
３

Ⅲ
一

般
入

試
の

在
り

方
実

技
教

科
の

評
定

が
高

い
倍

率
で

算
出

さ
れ

る
こ

と
が

不
公

平
で

あ
る

と
感

じ
る

。
２

調
査

書
の

各
教

科
の

評
定

の
換

算
に

つ
き

ま
し

て
は

、
学

力
検

査
を

実
施

し
な

い
教

科
の

比
率

を
高

く
す

る
こ

と
で

、
中

学
校

で
学

習
す

る
全

て
の

教
科

を
公

平
に

評
価

し
よ

う
と

す
る

も
の

で
す

。
Ｄ

参
考

５
４

Ⅲ
一

般
入

試
の

在
り

方

面
接

は
一

律
に

実
施

す
べ

き
で

あ
る

と
思

う
。

オ
ン

ラ
イ

ン
の

活
用

等
に

よ
り

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
か

。

面
接

の
実

施
に

つ
き

ま
し

て
は

、
必

要
な

学
校

に
お

い
て

は
、

学
校

独
自

検
査

と
し

て
面

接
を

実
施

で
き

る
こ

と
と

し
、

有
効

な
選

抜
資

料
と

で
き

る
よ

う
に

見
直

す
も

の
で

す
。

Ｄ
参

考

５
５

Ⅲ
一

般
入

試
の

在
り

方

評
定

は
学

校
に

よ
り

基
準

が
異

な
り

、
調

査
書

と
学

力
の

相
関

が
低

い
た

め
、

選
抜

に
お

け
る

調
査

書
の

比
重

を
低

く
す

る
べ

き
で

あ
る

。
３

調
査

書
に

つ
き

ま
し

て
は

、
学

力
検

査
を

実
施

し
な

い
教

科
等

の
学

力
を

把
握

で
き

る
こ

と
や

、
中

学
校

の
一

定
期

間
に

お
け

る
学

習
評

価
を

踏
ま

え
る

こ
と

で
、

当
該

生
徒

の
学

力
を

よ
り

正
確

・
公

平
に

把
握

で
き

る
こ

と
か

ら
、

選
抜

に
お

け
る

調
査

書
の

割
合

を
一

定
以

上
と

す
る

こ
と

は
意

義
が

あ
る

も
の

と
捉

え
て

い
ま

す
。

学
力

検
査

：
調

査
書

の
比

率
に

つ
い

て
各

高
校

が
「

７
：

３
」

、
「

６
：

４
」

、
「

５
：

５
」

、
「

４
：

６
」

、
「

３
：

７
」

の
中

か
ら

１
つ

選
択

し
て

選
抜

を
行

う
こ

と
と

し
、

調
査

書
の

比
率

を
低

く
す

る
こ

と
も

可
能

と
し

て
い

ま
す

。

Ｃ
趣

旨
同

一

５
６

Ⅳ
そ

の
他

少
子

化
に

伴
い

受
検

者
数

が
減

少
す

る
中

で
、

現
状

に
合

っ
た

内
容

で
あ

る
た

め
、

改
善

案
に

賛
成

で
あ

る
。

１

令
和

７
年

度
以

降
の

県
立

高
校

入
試

制
度

に
つ

き
ま

し
て

は
、

県
立

高
校

入
試

を
取

り
巻

く
環

境
の

変
化

に
対

応
し

、
生

徒
一

人
ひ

と
り

の
適

切
な

高
校

選
択

、
各

高
校

の
魅

力
化

や
特

色
化

を
一

層
進

め
る

た
め

に
見

直
し

を
行

う
も

の
で

あ
り

、
制

度
の

詳
細

に
つ

い
て

見
直

し
の

趣
旨

に
沿

っ
た

検
討

を
進

め
て

ま
い

り
ま

す
。

Ｃ
趣

旨
同

一

５
７

Ⅳ
そ

の
他

オ
ン

ラ
イ

ン
出

願
を

導
入

し
て

ほ
し

い
。

２
オ

ン
ラ

イ
ン

で
の

出
願

に
つ

き
ま

し
て

は
、

導
入

済
み

の
他

県
で

の
例

や
、

効
果

及
び

費
用

負
担

等
に

つ
い

て
も

検
証

し
な

が
ら

、
今

後
、

検
討

し
て

ま
い

り
ま

す
。

Ｄ
参

考

議42-12
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決
定

へ
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類

５
８

Ⅳ
そ

の
他

不
登

校
や

別
室

登
校

の
生

徒
へ

の
配

慮
も

必
要

で
は

な
い

か
。

１
不

登
校

や
別

室
登

校
の

生
徒

へ
の

対
応

に
つ

き
ま

し
て

は
、

現
行

制
度

に
お

い
て

も
欠

席
日

数
が

多
い

こ
と

の
み

を
持

っ
て

志
願

者
が

不
利

に
扱

わ
れ

る
こ

と
は

な
い

と
こ

ろ
で

す
。

新
制

度
に

お
い

て
も

公
平

性
の

観
点

を
踏

ま
え

な
が

ら
対

応
し

て
ま

い
り

ま
す

。
Ｃ

趣
旨

同
一

５
９

Ⅳ
そ

の
他

今
回

の
改

善
の

一
番

の
目

的
が

何
な

の
か

わ
か

ら
な

い
。

今
回

の
入

試
改

善
の

目
的

に
つ

き
ま

し
て

は
、

県
立

高
校

入
試

を
取

り
巻

く
環

境
の

変
化

に
対

応
し

、
生

徒
一

人
ひ

と
り

の
適

切
な

高
校

選
択

、
各

高
校

の
魅

力
化

や
特

色
化

を
一

層
進

め
る

こ
と

な
ど

と
し

て
い

ま
す

。
Ｆ

そ
の

他

６
０

Ⅳ
そ

の
他

２
日

間
連

続
の

日
程

で
あ

る
こ

と
や

、
特

色
入

試
の

受
検

者
が

大
幅

に
増

加
す

る
可

能
性

を
考

え
る

と
、

中
学

校
の

教
員

に
大

き
な

負
担

が
か

か
る

の
で

は
な

い
か

。
４

中
学

校
教

員
の

負
担

に
つ

き
ま

し
て

は
、

入
試

期
間

が
短

縮
さ

れ
る

こ
と

で
、

入
試

事
務

に
関

わ
る

負
担

が
軽

減
さ

れ
る

も
の

と
考

え
て

い
ま

す
。

ま
た

、
新

制
度

の
詳

細
に

つ
い

て
、

で
き

る
だ

け
早

く
公

開
し

て
い

き
、

各
中

学
校

に
お

け
る

進
路

指
導

が
計

画
的

か
つ

円
滑

に
進

め
て

い
け

る
よ

う
に

し
て

い
き

ま
す

。

Ｄ
参

考

６
１

Ⅳ
そ

の
他

学
区

制
の

見
直

し
を

（
廃

止
も

含
め

て
）

要
望

す
る

。
１

県
立

高
校

の
通

学
区

域
に

つ
き

ま
し

て
は

、
平

成
3
0
年

に
、

外
部

有
識

者
会

議
で

あ
る

「
県

立
高

等
学

校
に

お
け

る
生

徒
の

多
様

な
受

入
れ

の
あ

り
方

に
関

す
る

検
討

会
議

」
か

ら
「

当
面

維
持

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

」
と

の
報

告
が

あ
り

、
現

在
の

と
こ

ろ
具

体
的

な
見

直
し

の
予

定
は

あ
り

ま
せ

ん
。

な
お

、
同

報
告

に
は

「
社

会
情

勢
の

変
化

の
状

況
に

よ
っ

て
は

、
通

学
区

域
の

あ
り

方
全

体
に

つ
い

て
再

考
す

る
余

地
は

あ
る

と
思

わ
れ

る
。

」
と

も
あ

り
、

今
後

、
県

立
高

校
入

試
を

取
り

巻
く

状
況

の
変

化
を

鑑
み

な
が

ら
、

検
討

を
行

う
こ

と
も

考
え

ら
れ

ま
す

。

Ｄ
参

考

６
２

Ⅳ
そ

の
他

保
護

者
向

け
の

オ
ン

ラ
イ

ン
説

明
会

を
実

施
し

て
ほ

し
い

。

保
護

者
向

け
の

高
校

入
試

に
係

る
説

明
に

つ
き

ま
し

て
は

、
入

試
に

係
る

説
明

会
は

、
例

年
、

中
学

校
を

対
象

と
し

て
実

施
し

、
中

学
校

に
お

い
て

細
か

な
校

内
で

の
手

続
等

も
含

め
て

保
護

者
に

説
明

し
て

い
る

も
の

と
承

知
し

て
い

ま
す

。
な

お
、

令
和

７
年

度
以

降
の

県
立

高
校

入
試

制
度

に
つ

い
て

は
、

生
徒

及
び

保
護

者
に

対
す

る
資

料
を

作
成

し
十

分
に

周
知

さ
れ

る
よ

う
に

工
夫

し
て

ま
い

り
ま

す
。

Ｃ
趣

旨
同

一

６
３

Ⅳ
そ

の
他

生
徒

、
保

護
者

、
学

校
現

場
が

混
乱

し
な

い
よ

う
に

、
配

点
、

募
集

定
員

、
二

次
募

集
な

ど
具

体
的

な
制

度
の

詳
細

の
情

報
提

供
を

随
時

行
っ

て
い

た
だ

き
た

い
。

１
１

令
和

７
年

度
入

試
制

度
の

詳
細

に
つ

き
ま

し
て

は
、

実
施

前
年

度
と

な
る

令
和

５
年

度
中

に
公

表
し

、
周

知
し

て
ま

い
り

ま
す

。
Ｃ

趣
旨

同
一

６
４

Ⅳ
そ

の
他

一
般

入
試

と
特

色
入

試
で

異
な

る
学

校
へ

の
出

願
を

不
可

と
し

た
こ

と
で

、
生

徒
の

選
択

の
幅

が
狭

ま
り

不
利

益
と

な
る

の
で

は
な

い
か

。
５

生
徒

の
志

願
先

高
校

の
決

定
に

つ
き

ま
し

て
は

、
現

在
の

制
度

に
お

い
て

も
、

推
薦

入
試

で
不

合
格

と
な

っ
た

者
の

大
半

が
一

般
入

試
で

も
同

一
校

を
受

検
し

て
い

る
状

況
か

ら
、

生
徒

の
志

願
先

高
校

の
決

定
に

大
き

な
影

響
は

な
い

も
の

と
捉

え
て

お
り

ま
す

。
Ｅ

対
応

困
難

６
５

Ⅳ
そ

の
他

合
否

判
定

を
特

色
→

一
般

の
順

に
行

う
こ

と
に

疑
問

を
感

じ
る

。

合
否

判
定

を
行

う
順

序
に

つ
き

ま
し

て
は

、
ま

ず
特

色
入

試
の

受
検

者
か

ら
合

格
者

を
決

定
し

、
次

に
特

色
入

試
不

合
格

者
を

含
む

一
般

入
試

受
検

者
か

ら
合

格
者

を
決

定
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

あ
ら

か
じ

め
特

色
入

試
の

募
集

定
員

を
定

め
て

選
抜

を
行

う
た

め
、

例
え

ば
、

一
般

入
試

の
み

を
受

検
す

る
生

徒
が

、
合

否
判

定
を

行
う

順
序

に
よ

っ
て

不
利

益
を

被
る

こ
と

は
な

く
、

公
平

な
選

抜
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
捉

え
て

い
ま

す
。

Ｆ
そ

の
他

６
６

Ⅳ
そ

の
他

新
制

度
の

初
年

度
に

対
象

と
な

る
生

徒
へ

の
説

明
の

時
期

が
遅

い
の

で
は

な
い

か
。

新
制

度
の

詳
細

を
早

期
に

示
し

て
ほ

し
い

。
２

新
制

度
で

の
実

施
開

始
時

期
に

つ
き

ま
し

て
、

一
般

入
試

に
お

け
る

調
査

書
の

各
学

年
・

教
科

間
の

配
点

の
比

重
に

変
更

が
な

い
こ

と
や

、
部

活
動

参
加

の
任

意
化

等
へ

の
対

応
は

早
急

に
取

り
組

む
べ

き
も

の
で

あ
る

こ
と

等
か

ら
、

令
和

７
年

度
入

試
か

ら
と

し
て

い
ま

す
。

今
後

、
で

き
る

だ
け

早
く

、
よ

り
具

体
的

に
周

知
を

行
い

、
円

滑
に

実
施

で
き

る
よ

う
に

し
て

ま
い

り
ま

す
。

Ｄ
参

考

議42-13



記
号

大
区

分
小

区
分

番
号

内
容

類
似

意
見

件
数

(
件

)
検

　
討

　
結

　
果

　
（

 
県

 
の

 
考

 
え

 
方

 
）

決
定

へ
の

反
映

状
況

分
類

６
７

Ⅳ
そ

の
他

学
区

の
扱

い
が

ど
の

よ
う

に
な

る
か

知
り

た
い

。
１

県
立

高
校

の
通

学
区

域
に

つ
き

ま
し

て
は

、
平

成
3
0
年

に
、

外
部

有
識

者
会

議
で

あ
る

「
県

立
高

等
学

校
に

お
け

る
生

徒
の

多
様

な
受

入
れ

の
あ

り
方

に
関

す
る

検
討

会
議

」
か

ら
「

当
面

維
持

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

」
と

の
報

告
が

あ
り

、
現

在
の

と
こ

ろ
具

体
的

な
見

直
し

の
予

定
は

あ
り

ま
せ

ん
。

な
お

、
同

報
告

に
は

「
社

会
情

勢
の

変
化

の
状

況
に

よ
っ

て
は

、
通

学
区

域
の

あ
り

方
全

体
に

つ
い

て
再

考
す

る
余

地
は

あ
る

と
思

わ
れ

る
。

」
と

も
あ

り
、

今
後

、
県

立
高

校
入

試
を

取
り

巻
く

状
況

の
変

化
を

鑑
み

な
が

ら
、

検
討

を
行

う
こ

と
も

考
え

れ
ら

れ
ま

す
。

Ｆ
そ

の
他

６
８

Ⅳ
そ

の
他

各
高

校
の

特
色

を
持

続
的

に
保

障
す

る
た

め
に

、
県

と
し

て
教

員
の

配
置

や
予

算
等

に
つ

い
て

支
援

を
す

べ
き

。
１

各
高

校
へ

の
支

援
に

つ
き

ま
し

て
は

、
こ

れ
ま

で
も

各
学

校
の

経
営

計
画

を
踏

ま
え

た
教

員
の

配
置

や
各

種
事

業
の

予
算

措
置

を
行

っ
て

き
た

と
こ

ろ
で

あ
り

、
今

後
も

状
況

に
応

じ
て

必
要

な
支

援
を

行
っ

て
ま

い
り

ま
す

。
Ｆ

そ
の

他

議42-14
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